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 児童虐待の防止等に関する法律 
H12.11.20. 

配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律 
H13.10.13. 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護

者に対する支援等に関する法律 
H18.04.01. 

障害者虐待の防止、障害者の養護

者に対する支援等に関する法律 
H24.10.01. 

目的 （目的） 

第一条 この法律は、児童虐待が

児童の人権を著しく侵害し、その

心身の成長及び人格の形成に重大

な影響を与えるとともに、我が国

における将来の世代の育成にも懸

念を及ぼすことにかんがみ、児童

に対する虐待の禁止、児童虐待の

予防及び早期発見その他の児童虐

待の防止に関する国及び地方公共

団体の責務、児童虐待を受けた児

童の保護及び自立の支援のための

措置等を定めることにより、児童

虐待の防止等に関する施策を促進

し、もって児童の権利利益の擁護

に資することを目的とする。 

我が国においては、日本国憲法

に個人の尊重と法の下の平等がう

たわれ、人権の擁護と男女平等の

実現に向けた取組が行われてい

る。 
ところが、配偶者からの暴力は、

犯罪となる行為をも含む重大な人

権侵害であるにもかかわらず、被

害者の救済が必ずしも十分に行わ

れてこなかった。また、配偶者か

らの暴力の被害者は、多くの場合

女性であり、経済的自立が困難で

ある女性に対して配偶者が暴力を

加えることは、個人の尊厳を害し、

男女平等の実現の妨げとなってい

る。 
このような状況を改善し、人権

の擁護と男女平等の実現を図るた

めには、配偶者からの暴力を防止

し、被害者を保護するための施策

を講ずることが必要である。この

ことは、女性に対する暴力を根絶

しようと努めている国際社会にお

ける取組にも沿うものである。 
ここに、配偶者からの暴力に係

る通報、相談、保護、自立支援等の

体制を整備することにより、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の

保護を図るため、この法律を制定

する。 

（目的） 

第一条 この法律は、高齢者に対

する虐待が深刻な状況にあり、高

齢者の尊厳の保持にとって高齢者

に対する虐待を防止することが極

めて重要であること等にかんが

み、高齢者虐待の防止等に関する

国等の責務、高齢者虐待を受けた

高齢者に対する保護のための措

置、養護者の負担の軽減を図るこ

と等の養護者に対する養護者によ

る高齢者虐待の防止に資する支援

（以下「養護者に対する支援」とい

う。）のための措置等を定めること

により、高齢者虐待の防止、養護者

に対する支援等に関する施策を促

進し、もって高齢者の権利利益の

擁護に資することを目的とする。  
 

（目的） 

第一条 この法律は、障害者に対

する虐待が障害者の尊厳を害する

ものであり、障害者の自立及び社

会参加にとって障害者に対する虐

待を防止することが極めて重要で

あること等に鑑み、障害者に対す

る虐待の禁止、障害者虐待の予防

及び早期発見その他の障害者虐待

の防止等に関する国等の責務、障

害者虐待を受けた障害者に対する

保護及び自立の支援のための措

置、養護者の負担の軽減を図るこ

と等の養護者に対する養護者によ

る障害者虐待の防止に資する支援

（以下「養護者に対する支援」と

いう。）のための措置等を定めるこ

とにより、障害者虐待の防止、養

護者に対する支援等に関する施策

を促進し、もって障害者の権利利

益の擁護に資することを目的とす

る。  
 

定義 （児童虐待の定義）  

第二条 この法律において、「児童

虐待」とは、保護者（親権を行う

者、未成年後見人その他の者で、

児童を現に監護するものをいう。

以下同じ。）がその監護する児童

（十八歳に満たない者をいう。以

下同じ。）について行う次に掲げる

行為をいう。  
一 児童の身体に外傷が生じ、又

は生じるおそれのある暴行を加え

ること。  
二 児童にわいせつな行為をする

こと又は児童をしてわいせつな行

為をさせること。  
三 児童の心身の正常な発達を妨

げるような著しい減食又は長時間

の放置、保護者以外の同居人によ

る前二号又は次号に掲げる行為と

同様の行為の放置その他の保護者

としての監護を著しく怠ること。  
四 児童に対する著しい暴言又は

著しく拒絶的な対応、児童が同居

する家庭における配偶者に対する

暴力（配偶者（婚姻の届出をして

いないが、事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。）の身体に

対する不法な攻撃であって生命又

は身体に危害を及ぼすもの及びこ

れに準ずる心身に有害な影響を及

ぼす言動をいう。）その他の児童に

著しい心理的外傷を与える言動を

行うこと。  
 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶

者からの暴力」とは、配偶者から

の身体に対する暴力（身体に対す

る不法な攻撃であって生命又は身

体に危害を及ぼすものをいう。以

下同じ。）又はこれに準ずる心身に

有害な影響を及ぼす言動（以下こ

の項において「身体に対する暴力

等」と総称する。）をいい、配偶者

からの身体に対する暴力等を受け

た後に、その者が離婚をし、又は

その婚姻が取り消された場合にあ

っては、当該配偶者であった者か

ら引き続き受ける身体に対する暴

力等を含むものとする。 
２ この法律において「被害者」

とは、配偶者からの暴力を受けた

者をいう。 
３ この法律にいう「配偶者」に

は、婚姻の届出をしていないが事

実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含み、「離婚」には、婚姻の届

出をしていないが事実上婚姻関係

と同様の事情にあった者が、事実

上離婚したと同様の事情に入るこ

とを含むものとする。 

（定義） 

第二条 この法律において「高齢

者」とは、六十五歳以上の者をい

う。  
２ この法律において「養護者」と

は、高齢者を現に養護する者であ

って養介護施設従事者等（第五項

第一号の施設の業務に従事する者

及び同項第二号の事業において業

務に従事する者をいう。以下同

じ。）以外のものをいう。  
３ この法律において「高齢者虐

待」とは、養護者による高齢者虐待

及び養介護施設従事者等による高

齢者虐待をいう。  
４  この法律において「養護者に

よる高齢者虐待」とは、次のいずれ

かに該当する行為をいう。  
一 養護者がその養護する高齢者

について行う次に掲げる行為 
イ 高齢者の身体に外傷が生じ、

又は生じるおそれのある暴行を加

えること。 
ロ 高齢者を衰弱させるような著

しい減食又は長時間の放置、養護

者以外の同居人によるイ、ハ又は

ニに掲げる行為と同様の行為の放

置等養護を著しく怠ること。 
ハ 高齢者に対する著しい暴言又

は著しく拒絶的な対応その他の高

齢者に著しい心理的外傷を与える

言動を行うこと。 
ニ 高齢者にわいせつな行為をす

ること又は高齢者をしてわいせつ

な行為をさせること。 
二 養護者又は高齢者の親族が当

該高齢者の財産を不当に処分する

ことその他当該高齢者から不当に

財産上の利益を得ること。  
５ この法律において「養介護施

設従事者等による高齢者虐待」と

（定義） 

第二条 この法律において「障害

者」とは、障害者基本法第二条第

一号に規定する障害者をいう。  
２ この法律において「障害者虐

待」とは、養護者による障害者虐

待、障害者福祉施設従事者等によ

る障害者虐待及び使用者による障

害者虐待をいう。  
３ この法律において「養護者」

とは、障害者を現に養護する者で

あって障害者福祉施設従事者等及

び使用者以外のものをいう。  
４ この法律において「障害者福

祉施設従事者等」とは、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律第五条第十一

項に規定する障害者支援施設（以

下「障害者支援施設」という。）若

しくは独立行政法人国立重度知的

障害者総合施設のぞみの園法第十

一条第一号の規定により独立行政

法人国立重度知的障害者総合施設

のぞみの園が設置する施設（以下

「のぞみの園」という。）（以下「障

害者福祉施設」という。）又は障害

者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律第五条第

一項に規定する障害福祉サービス

事業、同条第十六項に規定する一

般相談支援事業若しくは特定相談

支援事業、同条第二十四項に規定

する移動支援事業、同条第二十五

項に規定する地域活動支援センタ

ーを経営する事業若しくは同条第

二十六項に規定する福祉ホームを

経営する事業その他厚生労働省令

で定める事業（以下「障害福祉サ

ービス事業等」という。）に係る業

務に従事する者をいう。  
５ この法律において「使用者」
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は、次のいずれかに該当する行為

をいう。  
一 老人福祉法第五条の三に規定

する老人福祉施設若しくは同法第

二十九条第一項に規定する有料老

人ホーム又は介護保険法第八条第

二十項に規定する地域密着型介護

老人福祉施設、同条第二十四項に

規定する介護老人福祉施設、同条

第二十五項に規定する介護老人保

健施設、同条第二十六項に規定す

る介護療養型医療施設若しくは同

法第百十五条の三十九第一項に規

定する地域包括支援センター（以

下「養介護施設」という。）の業務

に従事する者が、当該養介護施設

に入所し、その他当該養介護施設

を利用する高齢者について行う次

に掲げる行為 
イ 高齢者の身体に外傷が生じ、

又は生じるおそれのある暴行を加

えること。 
ロ 高齢者を衰弱させるような著

しい減食又は長時間の放置その他

の高齢者を養護すべき職務上の義

務を著しく怠ること。 
ハ 高齢者に対する著しい暴言又

は著しく拒絶的な対応その他の高

齢者に著しい心理的外傷を与える

言動を行うこと。 
ニ 高齢者にわいせつな行為をす

ること又は高齢者をしてわいせつ

な行為をさせること。 
ホ 高齢者の財産を不当に処分す

ることその他当該高齢者から不当

に財産上の利益を得ること。 
二 老人福祉法第五条の二第一項

に規定する老人居宅生活支援事業

又は介護保険法第八条第一項に規

定する居宅サービス事業、同条第

十四項に規定する地域密着型サー

ビス事業、同条第二十一項に規定

する居宅介護支援事業、同法第八

条の二第一項に規定する介護予防

サービス事業、同条第十四項に規

定する地域密着型介護予防サービ

ス事業若しくは同条第十八項に規

定する介護予防支援事業（以下「養

介護事業」という。）において業務

に従事する者が、当該養介護事業

に係るサービスの提供を受ける高

齢者について行う前号イからホま

でに掲げる行為  
 
 

とは、障害者を雇用する事業主又

は事業の経営担当者その他その事

業の労働者に関する事項について

事業主のために行為をする者をい

う。  
６ この法律において「養護者に

よる障害者虐待」とは、次のいず

れかに該当する行為をいう。  
一 養護者がその養護する障害者

について行う次に掲げる行為 
イ 障害者の身体に外傷が生じ、

若しくは生じるおそれのある暴行

を加え、又は正当な理由なく障害

者の身体を拘束すること。 
ロ 障害者にわいせつな行為をす

ること又は障害者をしてわいせつ

な行為をさせること。 
ハ 障害者に対する著しい暴言又

は著しく拒絶的な対応その他の障

害者に著しい心理的外傷を与える

言動を行うこと。 
ニ 障害者を衰弱させるような著

しい減食又は長時間の放置、養護

者以外の同居人によるイからハま

でに掲げる行為と同様の行為の放

置等養護を著しく怠ること。 
二 養護者又は障害者の親族が当

該障害者の財産を不当に処分する

ことその他当該障害者から不当に

財産上の利益を得ること。  
７ この法律において「障害者福

祉施設従事者等による障害者虐

待」とは、障害者福祉施設従事者

等が、当該障害者福祉施設に入所

し、その他当該障害者福祉施設を

利用する障害者又は当該障害福祉

サービス事業等に係るサービスの

提供を受ける障害者について行う

次のいずれかに該当する行為をい

う。  
一 障害者の身体に外傷が生じ、

若しくは生じるおそれのある暴行

を加え、又は正当な理由なく障害

者の身体を拘束すること。  
二 障害者にわいせつな行為をす

ること又は障害者をしてわいせつ

な行為をさせること。  
三 障害者に対する著しい暴言、

著しく拒絶的な対応又は不当な差

別的言動その他の障害者に著しい

心理的外傷を与える言動を行うこ

と。  
四 障害者を衰弱させるような著

しい減食又は長時間の放置、当該

障害者福祉施設に入所し、その他

当該障害者福祉施設を利用する他

の障害者又は当該障害福祉サービ

ス事業等に係るサービスの提供を

受ける他の障害者による前三号に

掲げる行為と同様の行為の放置そ

の他の障害者を養護すべき職務上

の義務を著しく怠ること。  
五 障害者の財産を不当に処分す

ることその他障害者から不当に財

産上の利益を得ること。  
８ この法律において「使用者に

よる障害者虐待」とは、使用者が

当該事業所に使用される障害者に

ついて行う次のいずれかに該当す

る行為をいう。  
一 障害者の身体に外傷が生じ、

若しくは生じるおそれのある暴行

を加え、又は正当な理由なく障害

者の身体を拘束すること。  
二 障害者にわいせつな行為をす

ること又は障害者をしてわいせつ
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な行為をさせること。  
三 障害者に対する著しい暴言、

著しく拒絶的な対応又は不当な差

別的言動その他の障害者に著しい

心理的外傷を与える言動を行うこ

と。  
四 障害者を衰弱させるような著

しい減食又は長時間の放置、当該

事業所に使用される他の労働者に

よる前三号に掲げる行為と同様の

行為の放置その他これらに準ずる

行為を行うこと。  
五 障害者の財産を不当に処分す

ることその他障害者から不当に財

産上の利益を得ること。  
 

禁止 （児童に対する虐待の禁止）  

第三条 何人も、児童に対し、虐

待をしてはならない。 

  （障害者に対する虐待の禁止） 

第三条 何人も、障害者に対し、

虐待をしてはならない。  
行政の

責務 
（国及び地方公共団体の責務等）  

第四条 国及び地方公共団体は、

児童虐待の予防及び早期発見、迅

速かつ適切な児童虐待を受けた児

童の保護及び自立の支援（児童虐

待を受けた後十八歳となった者に

対する自立の支援を含む。第三項

及び次条第二項において同じ。）並

びに児童虐待を行った保護者に対

する親子の再統合の促進への配慮

その他の児童虐待を受けた児童が

良好な家庭的環境で生活するため

に必要な配慮をした適切な指導及

び支援を行うため、関係省庁相互

間その他関係機関及び民間団体の

間の連携の強化、民間団体の支援、

医療の提供体制の整備その他児童

虐待の防止等のために必要な体制

の整備に努めなければならない。  
２ 国及び地方公共団体は、児童

相談所等関係機関の職員及び学校

の教職員、児童福祉施設の職員、

医師、保健師、弁護士その他児童

の福祉に職務上関係のある者が児

童虐待を早期に発見し、その他児

童虐待の防止に寄与することがで

きるよう、研修等必要な措置を講

ずるものとする。  
３ 国及び地方公共団体は、児童

虐待を受けた児童の保護及び自立

の支援を専門的知識に基づき適切

に行うことができるよう、児童相

談所等関係機関の職員、学校の教

職員、児童福祉施設の職員その他

児童虐待を受けた児童の保護及び

自立の支援の職務に携わる者の人

材の確保及び資質の向上を図るた

め、研修等必要な措置を講ずるも

のとする。  
４ 国及び地方公共団体は、児童

虐待の防止に資するため、児童の

人権、児童虐待が児童に及ぼす影

響、児童虐待に係る通告義務等に

ついて必要な広報その他の啓発活

動に努めなければならない。  
５ 国及び地方公共団体は、児童

虐待を受けた児童がその心身に著

しく重大な被害を受けた事例の分

析を行うとともに、児童虐待の予

防及び早期発見のための方策、児

童虐待を受けた児童のケア並びに

児童虐待を行った保護者の指導及

び支援のあり方、学校の教職員及

び児童福祉施設の職員が児童虐待

の防止に果たすべき役割その他児

童虐待の防止等のために必要な事

項についての調査研究及び検証を

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、

配偶者からの暴力を防止するとと

もに、被害者の自立を支援するこ

とを含め、その適切な保護を図る

責務を有する。 
 
（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府

県が設置する婦人相談所その他の

適切な施設において、当該各施設

が配偶者暴力相談支援センターと

しての機能を果たすようにするも

のとする。 
２ 市町村は、当該市町村が設置

する適切な施設において、当該各

施設が配偶者暴力相談支援センタ

ーとしての機能を果たすようにす

るよう努めるものとする。3 配偶

者暴力相談支援センターは、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の

保護のため、次に掲げる業務を行

うものとする。 
一 被害者に関する各般の問題に

ついて、相談に応ずること又は婦

人相談員若しくは相談を行う機関

を紹介すること。 
二 被害者の心身の健康を回復さ

せるため、医学的又は心理学的な

指導その他の必要な指導を行うこ

と。 
三 被害者（被害者がその家族を

同伴する場合にあっては、被害者

及びその同伴する家族。次号、第

六号、第五条及び第八条の三にお

いて同じ。）の緊急時における安全

の確保及び一時保護を行うこと。

四 被害者が自立して生活するこ

とを促進するため、就業の促進、

住宅の確保、援護等に関する制度

の利用等について、情報の提供、

助言、関係機関との連絡調整その

他の援助を行うこと。 
五 第四章に定める保護命令の制

度の利用について、情報の提供、

助言、関係機関への連絡その他の

援助を行うこと。六被害者を居住

させ保護する施設の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関と

の連絡調整その他の援助を行うこ

と。 
４ 前項第三号の一時保護は、婦

人相談所が、自ら行い、又は厚生

労働大臣が定める基準を満たす者

に委託して行うものとする。 
５ 配偶者暴力相談支援センター

は、その業務を行うに当たっては、

（国及び地方公共団体の責務等） 

第三条 国及び地方公共団体は、

高齢者虐待の防止、高齢者虐待を

受けた高齢者の迅速かつ適切な保

護及び適切な養護者に対する支援

を行うため、関係省庁相互間その

他関係機関及び民間団体の間の連

携の強化、民間団体の支援その他

必要な体制の整備に努めなければ

ならない。  
２ 国及び地方公共団体は、高齢

者虐待の防止及び高齢者虐待を受

けた高齢者の保護並びに養護者に

対する支援が専門的知識に基づき

適切に行われるよう、これらの職

務に携わる専門的な人材の確保及

び資質の向上を図るため、関係機

関の職員の研修等必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。  
３ 国及び地方公共団体は、高齢

者虐待の防止及び高齢者虐待を受

けた高齢者の保護に資するため、

高齢者虐待に係る通報義務、人権

侵犯事件に係る救済制度等につい

て必要な広報その他の啓発活動を

行うものとする。  
 
（専門的に従事する職員の確保） 

第十五条 市町村は、養護者によ

る高齢者虐待の防止、養護者によ

る高齢者虐待を受けた高齢者の保

護及び養護者に対する支援を適切

に実施するために、これらの事務

に専門的に従事する職員を確保す

るよう努めなければならない。  
 
（連携協力体制） 

第十六条 市町村は、養護者によ

る高齢者虐待の防止、養護者によ

る高齢者虐待を受けた高齢者の保

護及び養護者に対する支援を適切

に実施するため、老人福祉法第二

十条の七の二第一項に規定する老

人介護支援センター、介護保険法

第百十五条の三十九第三項の規定

により設置された地域包括支援セ

ンターその他関係機関、民間団体

等との連携協力体制を整備しなけ

ればならない。この場合において、

養護者による高齢者虐待にいつで

も迅速に対応することができるよ

う、特に配慮しなければならない。  
 
（事務の委託） 

第十七条 市町村は、高齢者虐待

対応協力者のうち適当と認められ

るものに、第六条の規定による相

談、指導及び助言、第七条第一項若

（国及び地方公共団体の責務等） 

第四条 国及び地方公共団体は、

障害者虐待の予防及び早期発見そ

の他の障害者虐待の防止、障害者

虐待を受けた障害者の迅速かつ適

切な保護及び自立の支援並びに適

切な養護者に対する支援を行うた

め、関係省庁相互間その他関係機

関及び民間団体の間の連携の強

化、民間団体の支援その他必要な

体制の整備に努めなければならな

い。  
２ 国及び地方公共団体は、障害

者虐待の防止、障害者虐待を受け

た障害者の保護及び自立の支援並

びに養護者に対する支援が専門的

知識に基づき適切に行われるよ

う、これらの職務に携わる専門的

知識及び技術を有する人材その他

必要な人材の確保及び資質の向上

を図るため、関係機関の職員の研

修等必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。  
３ 国及び地方公共団体は、障害

者虐待の防止、障害者虐待を受け

た障害者の保護及び自立の支援並

びに養護者に対する支援に資する

ため、障害者虐待に係る通報義務、

人権侵犯事件に係る救済制度等に

ついて必要な広報その他の啓発活

動を行うものとする。  
 
（市町村障害者虐待防止センタ

ー） 

第三十二条 市町村は、障害者の

福祉に関する事務を所掌する部局

又は当該市町村が設置する施設に

おいて、当該部局又は施設が市町

村障害者虐待防止センターとして

の機能を果たすようにするものと

する。  
２ 市町村障害者虐待防止センタ

ーは、次に掲げる業務を行うもの

とする。  
一 第七条第一項、第十六条第一

項若しくは第二十二条第一項の規

定による通報又は第九条第一項に

規定する届出若しくは第十六条第

二項若しくは第二十二条第二項の

規定による届出を受理すること。  
二 養護者による障害者虐待の防

止及び養護者による障害者虐待を

受けた障害者の保護のため、障害

者及び養護者に対して、相談、指

導及び助言を行うこと。  
三 障害者虐待の防止及び養護者

に対する支援に関する広報その他
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行うものとする。  
６ 児童の親権を行う者は、児童

を心身ともに健やかに育成するこ

とについて第一義的責任を有する

ものであって、親権を行うに当た

っては、できる限り児童の利益を

尊重するよう努めなければならな

い。  
７ 何人も、児童の健全な成長の

ために、良好な家庭的環境及び近

隣社会の連帯が求められているこ

とに留意しなければならない。  
 

必要に応じ、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護を図るため

の活動を行う民間の団体との連携

に努めるものとする。 
 

しくは第二項の規定による通報又

は第九条第一項に規定する届出の

受理、同項の規定による高齢者の

安全の確認その他通報又は届出に

係る事実の確認のための措置並び

に第十四条第一項の規定による養

護者の負担の軽減のための措置に

関する事務の全部又は一部を委託

することができる。  
２ 前項の規定による委託を受け

た高齢者虐待対応協力者若しくは

その役員若しくは職員又はこれら

の者であった者は、正当な理由な

しに、その委託を受けた事務に関

して知り得た秘密を漏らしてはな

らない。  
３ 第一項の規定により第七条第

一項若しくは第二項の規定による

通報又は第九条第一項に規定する

届出の受理に関する事務の委託を

受けた高齢者虐待対応協力者が第

七条第一項若しくは第二項の規定

による通報又は第九条第一項に規

定する届出を受けた場合には、当

該通報又は届出を受けた高齢者虐

待対応協力者又はその役員若しく

は職員は、その職務上知り得た事

項であって当該通報又は届出をし

た者を特定させるものを漏らして

はならない。  
 
（周知） 

第十八条 市町村は、養護者によ

る高齢者虐待の防止、第七条第一

項若しくは第二項の規定による通

報又は第九条第一項に規定する届

出の受理、養護者による高齢者虐

待を受けた高齢者の保護、養護者

に対する支援等に関する事務につ

いての窓口となる部局及び高齢者

虐待対応協力者の名称を明示する

こと等により、当該部局及び高齢

者虐待対応協力者を周知させなけ

ればならない。  
 
（都道府県の援助等） 

第十九条 都道府県は、この章の

規定により市町村が行う措置の実

施に関し、市町村相互間の連絡調

整、市町村に対する情報の提供そ

の他必要な援助を行うものとす

る。  
２ 都道府県は、この章の規定に

より市町村が行う措置の適切な実

施を確保するため必要があると認

めるときは、市町村に対し、必要な

助言を行うことができる。  
 
 

の啓発活動を行うこと。  
 
（市町村障害者虐待防止センター

の業務の委託） 

第三十三条 市町村は、市町村障

害者虐待対応協力者のうち適当と

認められるものに、前条第二項各

号に掲げる業務の全部又は一部を

委託することができる。  
２ 前項の規定による委託を受け

た者若しくはその役員若しくは職

員又はこれらの者であった者は、

正当な理由なしに、その委託を受

けた業務に関して知り得た秘密を

漏らしてはならない。  
３ 第一項の規定により第七条第

一項、第十六条第一項若しくは第

二十二条第一項の規定による通報

又は第九条第一項に規定する届出

若しくは第十六条第二項若しくは

第二十二条第二項の規定による届

出の受理に関する業務の委託を受

けた者が第七条第一項、第十六条

第一項若しくは第二十二条第一項

の規定による通報又は第九条第一

項に規定する届出若しくは第十六

条第二項若しくは第二十二条第二

項の規定による届出を受けた場合

には、当該通報若しくは届出を受

けた者又はその役員若しくは職員

は、その職務上知り得た事項であ

って当該通報又は届出をした者を

特定させるものを漏らしてはなら

ない。  
 
（市町村等における専門的に従事

する職員の確保） 

第三十四条 市町村及び前条第一

項の規定による委託を受けた者

は、障害者虐待の防止、障害者虐

待を受けた障害者の保護及び自立

の支援並びに養護者に対する支援

を適切に実施するために、障害者

の福祉又は権利の擁護に関し専門

的知識又は経験を有し、かつ、こ

れらの事務に専門的に従事する職

員を確保するよう努めなければな

らない。  
 
（市町村における連携協力体制の

整備） 

第三十五条 市町村は、養護者に

よる障害者虐待の防止、養護者に

よる障害者虐待を受けた障害者の

保護及び自立の支援並びに養護者

に対する支援を適切に実施するた

め、社会福祉法に定める福祉に関

する事務所（以下「福祉事務所」と

いう。）その他関係機関、民間団体

等との連携協力体制を整備しなけ

ればならない。この場合において、

養護者による障害者虐待にいつで

も迅速に対応することができるよ

う、特に配慮しなければならない。  
 
（都道府県障害者権利擁護センタ

ー） 

第三十六条 都道府県は、障害者

の福祉に関する事務を所掌する部

局又は当該都道府県が設置する施

設において、当該部局又は施設が

都道府県障害者権利擁護センター

としての機能を果たすようにする

ものとする。  
２ 都道府県障害者権利擁護セン

ターは、次に掲げる業務を行うも

のとする。  
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一 第二十二条第一項の規定によ

る通報又は同条第二項の規定によ

る届出を受理すること。  
二 この法律の規定により市町村

が行う措置の実施に関し、市町村

相互間の連絡調整、市町村に対す

る情報の提供、助言その他必要な

援助を行うこと。  
三 障害者虐待を受けた障害者に

関する各般の問題及び養護者に対

する支援に関し、相談に応ずるこ

と又は相談を行う機関を紹介する

こと。  
四 障害者虐待を受けた障害者の

支援及び養護者に対する支援のた

め、情報の提供、助言、関係機関と

の連絡調整その他の援助を行うこ

と。  
五 障害者虐待の防止及び養護者

に対する支援に関する情報を収集

し、分析し、及び提供すること。  
六 障害者虐待の防止及び養護者

に対する支援に関する広報その他

の啓発活動を行うこと。  
七 その他障害者に対する虐待の

防止等のために必要な支援を行う

こと。  
 
（都道府県障害者権利擁護センタ

ーの業務の委託） 

第三十七条 都道府県は、第三十

九条の規定により当該都道府県と

連携協力する者（以下「都道府県

障害者虐待対応協力者」という。）

のうち適当と認められるものに、

前条第二項第一号又は第三号から

第七号までに掲げる業務の全部又

は一部を委託することができる。  
２ 前項の規定による委託を受け

た者若しくはその役員若しくは職

員又はこれらの者であった者は、

正当な理由なしに、その委託を受

けた業務に関して知り得た秘密を

漏らしてはならない。  
３ 第一項の規定により第二十二

条第一項の規定による通報又は同

条第二項に規定する届出の受理に

関する業務の委託を受けた者が同

条第一項の規定による通報又は同

条第二項に規定する届出を受けた

場合には、当該通報若しくは届出

を受けた者又はその役員若しくは

職員は、その職務上知り得た事項

であって当該通報又は届出をした

者を特定させるものを漏らしては

ならない。  
 
（都道府県等における専門的に従

事する職員の確保） 

第三十八条 都道府県及び前条第

一項の規定による委託を受けた者

は、障害者虐待の防止、障害者虐

待を受けた障害者の保護及び自立

の支援並びに養護者に対する支援

を適切に実施するために、障害者

の福祉又は権利の擁護に関し専門

的知識又は経験を有し、かつ、こ

れらの事務に専門的に従事する職

員を確保するよう努めなければな

らない。  
 
（都道府県における連携協力体制

の整備） 

第三十九条 都道府県は、障害者

虐待の防止、障害者虐待を受けた

障害者の保護及び自立の支援並び

に養護者に対する支援を適切に実
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施するため、福祉事務所その他関

係機関、民間団体等との連携協力

体制を整備しなければならない。 
 
（周知） 

第四十条 市町村又は都道府県

は、市町村障害者虐待防止センタ

ー又は都道府県障害者権利擁護セ

ンターとしての機能を果たす部局

又は施設及び市町村障害者虐待対

応協力者又は都道府県障害者虐待

対応協力者の名称を明示すること

等により、当該部局又は施設及び

市町村障害者虐待対応協力者又は

都道府県障害者虐待対応協力者を

周知させなければならない。  
国民の

責務 
  （国民の責務） 

第四条 国民は、高齢者虐待の防

止、養護者に対する支援等の重要

性に関する理解を深めるととも

に、国又は地方公共団体が講ずる

高齢者虐待の防止、養護者に対す

る支援等のための施策に協力する

よう努めなければならない。  

（国民の責務） 

第五条 国民は、障害者虐待の防

止、養護者に対する支援等の重要

性に関する理解を深めるととも

に、国又は地方公共団体が講ずる

障害者虐待の防止、養護者に対す

る支援等のための施策に協力する

よう努めなければならない。 
早期発

見 
（児童虐待の早期発見等）  

第五条 学校、児童福祉施設、病

院その他児童の福祉に業務上関係

のある団体及び学校の教職員、児

童福祉施設の職員、医師、保健師、

弁護士その他児童の福祉に職務上

関係のある者は、児童虐待を発見

しやすい立場にあることを自覚

し、児童虐待の早期発見に努めな

ければならない。  
２ 前項に規定する者は、児童虐

待の予防その他の児童虐待の防止

並びに児童虐待を受けた児童の保

護及び自立の支援に関する国及び

地方公共団体の施策に協力するよ

う努めなければならない。  
３ 学校及び児童福祉施設は、児

童及び保護者に対して、児童虐待

の防止のための教育又は啓発に努

めなければならない。  
 

 （高齢者虐待の早期発見等） 

第五条 養介護施設、病院、保健所

その他高齢者の福祉に業務上関係

のある団体及び養介護施設従事者

等、医師、保健師、弁護士その他高

齢者の福祉に職務上関係のある者

は、高齢者虐待を発見しやすい立

場にあることを自覚し、高齢者虐

待の早期発見に努めなければなら

ない。  
２ 前項に規定する者は、国及び

地方公共団体が講ずる高齢者虐待

の防止のための啓発活動及び高齢

者虐待を受けた高齢者の保護のた

めの施策に協力するよう努めなけ

ればならない。  
 

（障害者虐待の早期発見等） 

第六条 国及び地方公共団体の障

害者の福祉に関する事務を所掌す

る部局その他の関係機関は、障害

者虐待を発見しやすい立場にある

ことに鑑み、相互に緊密な連携を

図りつつ、障害者虐待の早期発見

に努めなければならない。  
２ 障害者福祉施設、学校、医療

機関、保健所その他障害者の福祉

に業務上関係のある団体並びに障

害者福祉施設従事者等、学校の教

職員、医師、歯科医師、保健師、弁

護士その他障害者の福祉に職務上

関係のある者及び使用者は、障害

者虐待を発見しやすい立場にある

ことを自覚し、障害者虐待の早期

発見に努めなければならない。  
３ 前項に規定する者は、国及び

地方公共団体が講ずる障害者虐待

の防止のための啓発活動並びに障

害者虐待を受けた障害者の保護及

び自立の支援のための施策に協力

するよう努めなければならない。  
通報 （児童虐待に係る通告）  

第六条 児童虐待を受けたと思わ

れる児童を発見した者は、速やか

に、これを市町村、都道府県の設

置する福祉事務所若しくは児童相

談所又は児童委員を介して市町

村、都道府県の設置する福祉事務

所若しくは児童相談所に通告しな

ければならない。  
２ 前項の規定による通告は、児

童福祉法第二十五条 の規定によ

る通告とみなして、同法 の規定を

適用する。  
３ 刑法の秘密漏示罪の規定その

他の守秘義務に関する法律の規定

は、第一項の規定による通告をす

る義務の遵守を妨げるものと解釈

してはならない。  
 
第七条 市町村、都道府県の設置

する福祉事務所又は児童相談所が

前条第一項の規定による通告を受

けた場合においては、当該通告を

受けた市町村、都道府県の設置す

る福祉事務所又は児童相談所の所

長、所員その他の職員及び当該通

告を仲介した児童委員は、その職

務上知り得た事項であって当該通

（配偶者からの暴力の発見者によ

る通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶

者又は配偶者であった者からの身

体に対する暴力に限る。以下この

章において同じ。）を受けている者

を発見した者は、その旨を配偶者

暴力相談支援センター又は警察官

に通報するよう努めなければなら

ない。 
２ 医師その他の医療関係者は、

その業務を行うに当たり、配偶者

からの暴力によって負傷し又は疾

病にかかったと認められる者を発

見したときは、その旨を配偶者暴

力相談支援センター又は警察官に

通報することができる。この場合

において、その者の意思を尊重す

るよう努めるものとする。 
３ 刑法の秘密漏示罪の規定その

他の守秘義務に関する法律の規定

は、前二項の規定により通報する

ことを妨げるものと解釈してはな

らない。 
４ 医師その他の医療関係者は、

その業務を行うに当たり、配偶者

からの暴力によって負傷し又は疾

病にかかったと認められる者を発

（養護者による高齢者虐待に係る

通報等） 

第七条 養護者による高齢者虐待

を受けたと思われる高齢者を発見

した者は、当該高齢者の生命又は

身体に重大な危険が生じている場

合は、速やかに、これを市町村に

通報しなければならない。  
２ 前項に定める場合のほか、養

護者による高齢者虐待を受けたと

思われる高齢者を発見した者は、

速やかに、これを市町村に通報す

るよう努めなければならない。  
３ 刑法の秘密漏示罪の規定その

他の守秘義務に関する法律の規定

は、前二項の規定による通報をす

ることを妨げるものと解釈しては

ならない。  
 
第八条 市町村が前条第一項若し

くは第二項の規定による通報又は

次条第一項に規定する届出を受け

た場合においては、当該通報又は

届出を受けた市町村の職員は、そ

の職務上知り得た事項であって当

該通報又は届出をした者を特定さ

せるものを漏らしてはならない。  
 

（養護者による障害者虐待に係る

通報等） 

第七条 養護者による障害者虐待

（十八歳未満の障害者について行

われるものを除く。以下この章に

おいて同じ。）を受けたと思われる

障害者を発見した者は、速やかに、

これを市町村に通報しなければな

らない。  
２ 刑法の秘密漏示罪の規定その

他の守秘義務に関する法律の規定

は、前項の規定による通報をする

ことを妨げるものと解釈してはな

らない。  
 
第八条 市町村が前条第一項の規

定による通報又は次条第一項に規

定する届出を受けた場合において

は、当該通報又は届出を受けた市

町村の職員は、その職務上知り得

た事項であって当該通報又は届出

をした者を特定させるものを漏ら

してはならない。 
 
 



７ 
 

告をした者を特定させるものを漏

らしてはならない。  
 

見したときは、その者に対し、配

偶者暴力相談支援センター等の利

用について、その有する情報を提

供するよう努めなければならな

い。 
 

 

通告後

の措置 
（通告又は送致を受けた場合の措

置）  

第八条 市町村又は都道府県の設

置する福祉事務所が第六条第一項

の規定による通告を受けたとき

は、市町村又は福祉事務所の長は、

必要に応じ近隣住民、学校の教職

員、児童福祉施設の職員その他の

者の協力を得つつ、当該児童との

面会その他の当該児童の安全の確

認を行うための措置を講ずるとと

もに、必要に応じ次に掲げる措置

を採るものとする。  
一 児童福祉法第二十五条の七第

一項第一号 若しくは第二項第一

号 又は第二十五条の八第一号 の
規定により当該児童を児童相談所

に送致すること。  
二 当該児童のうち次条第一項の

規定による出頭の求め及び調査若

しくは質問、第九条第一項の規定

による立入り及び調査若しくは質

問又は児童福祉法第三十三条第一

項 若しくは第二項 の規定による

一時保護の実施が適当であると認

めるものを都道府県知事又は児童

相談所長へ通知すること。  
２ 児童相談所が第六条第一項の

規定による通告又は児童福祉法第

二十五条の七第一項第一号 若し

くは第二項第一号 又は第二十五

条の八第一号 の規定による送致

を受けたときは、児童相談所長は、

必要に応じ近隣住民、学校の教職

員、児童福祉施設の職員その他の

者の協力を得つつ、当該児童との

面会その他の当該児童の安全の確

認を行うための措置を講ずるとと

もに、必要に応じ同法第三十三条

第一項 の規定による一時保護を

行うものとする。  
３ 前二項の児童の安全の確認を

行うための措置、児童相談所への

送致又は一時保護を行う者は、速

やかにこれを行うものとする。  
 
（出頭要求等）  

第八条の二 都道府県知事は、児

童虐待が行われているおそれがあ

ると認めるときは、当該児童の保

護者に対し、当該児童を同伴して

出頭することを求め、児童委員又

は児童の福祉に関する事務に従事

する職員をして、必要な調査又は

質問をさせることができる。この

場合においては、その身分を証明

する証票を携帯させ、関係者の請

求があったときは、これを提示さ

せなければならない。  
２ 都道府県知事は、前項の規定

により当該児童の保護者の出頭を

求めようとするときは、厚生労働

省令で定めるところにより、当該

保護者に対し、出頭を求める理由

となった事実の内容、出頭を求め

る日時及び場所、同伴すべき児童

の氏名その他必要な事項を記載し

た書面により告知しなければなら

ない。  
３ 都道府県知事は、第一項の保

（配偶者暴力相談支援センターに

よる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援セン

ターは、被害者に関する通報又は

相談を受けた場合には、必要に応

じ、被害者に対し、第三条第三項

の規定により配偶者暴力相談支援

センターが行う業務の内容につい

て説明及び助言を行うとともに、

必要な保護を受けることを勧奨す

るものとする。 
 
（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により

配偶者からの暴力が行われている

と認めるときは、警察法、警察官

職務執行法その他の法令の定める

ところにより、暴力の制止、被害

者の保護その他の配偶者からの暴

力による被害の発生を防止するた

めに必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。 
 
（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道

府県警察本部長（道警察本部の所

在地を包括する方面を除く方面に

ついては、方面本部長。第十五条

第三項において同じ。）又は警察署

長は、配偶者からの暴力を受けて

いる者から、配偶者からの暴力に

よる被害を自ら防止するための援

助を受けたい旨の申出があり、そ

の申出を相当と認めるときは、当

該配偶者からの暴力を受けている

者に対し、国家公安委員会規則で

定めるところにより、当該被害を

自ら防止するための措置の教示そ

の他配偶者からの暴力による被害

の発生を防止するために必要な援

助を行うものとする。 
 
（被害者の保護のための関係機関

の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援セン

ター、都道府県警察、福祉事務所

等都道府県又は市町村の関係機関

その他の関係機関は、被害者の保

護を行うに当たっては、その適切

な保護が行われるよう、相互に連

携を図りながら協力するよう努め

るものとする。 
 
（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、

被害者の保護に係る職員の職務の

執行に関して被害者から苦情の申

出を受けたときは、適切かつ迅速

にこれを処理するよう努めるもの

とする。 
 
（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施

設において被害者の保護を行うこ

とができる。 
 
（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身

体に対する暴力又は生命等に対す

る脅迫（被害者の生命又は身体に

対し害を加える旨を告知してする

（通報等を受けた場合の措置） 

第九条 市町村は、第七条第一項

若しくは第二項の規定による通報

又は高齢者からの養護者による高

齢者虐待を受けた旨の届出を受け

たときは、速やかに、当該高齢者

の安全の確認その他当該通報又は

届出に係る事実の確認のための措

置を講ずるとともに、第十六条の

規定により当該市町村と連携協力

する者（以下「高齢者虐待対応協力

者」という。）とその対応について

協議を行うものとする。  
２ 市町村又は市町村長は、第七

条第一項若しくは第二項の規定に

よる通報又は前項に規定する届出

があった場合には、当該通報又は

届出に係る高齢者に対する養護者

による高齢者虐待の防止及び当該

高齢者の保護が図られるよう、養

護者による高齢者虐待により生命

又は身体に重大な危険が生じてい

るおそれがあると認められる高齢

者を一時的に保護するため迅速に

老人福祉法第二十条の三に規定す

る老人短期入所施設等に入所させ

る等、適切に、同法第十条の四第一

項若しくは第十一条第一項の規定

による措置を講じ、又は、適切に、

同法第三十二条の規定により審判

の請求をするものとする。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（居室の確保） 

第十条 市町村は、養護者による

高齢者虐待を受けた高齢者につい

て老人福祉法第十条の四第一項第

三号又は第十一条第一項第一号若

しくは第二号の規定による措置を

採るために必要な居室を確保する

ための措置を講ずるものとする。 

（通報等を受けた場合の措置） 

第九条 市町村は、第七条第一項

の規定による通報又は障害者から

の養護者による障害者虐待を受け

た旨の届出を受けたときは、速や

かに、当該障害者の安全の確認そ

の他当該通報又は届出に係る事実

の確認のための措置を講ずるとと

もに、第三十五条の規定により当

該市町村と連携協力する者（以下

「市町村障害者虐待対応協力者」

という。）とその対応について協議

を行うものとする。  
２ 市町村は、第七条第一項の規

定による通報又は前項に規定する

届出があった場合には、当該通報

又は届出に係る障害者に対する養

護者による障害者虐待の防止及び

当該障害者の保護が図られるよ

う、養護者による障害者虐待によ

り生命又は身体に重大な危険が生

じているおそれがあると認められ

る障害者を一時的に保護するため

迅速に当該市町村の設置する障害

者支援施設又は障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援する

ための法律第五条第六項の厚生労

働省令で定める施設（以下「障害

者支援施設等」という。）に入所さ

せる等、適切に、身体障害者福祉

法第十八条第一項若しくは第二項

又は知的障害者福祉法第十五条の

四若しくは第十六条第一項第二号

の規定による措置を講ずるものと

する。この場合において、当該障

害者が身体障害者福祉法第四条に

規定する身体障害者（以下「身体

障害者」という。）及び知的障害者

福祉法にいう知的障害者（以下「知

的障害者」という。）以外の障害者

であるときは、当該障害者を身体

障害者又は知的障害者とみなし

て、身体障害者福祉法第十八条第

一項若しくは第二項又は知的障害

者福祉法第十五条の四若しくは第

十六条第一項第二号の規定を適用

する。  
３ 市町村長は、第七条第一項の

規定による通報又は第一項に規定

する届出があった場合には、当該

通報又は届出に係る障害者に対す

る養護者による障害者虐待の防止

並びに当該障害者の保護及び自立

の支援が図られるよう、適切に、

精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律第五十一条の十一の二又

は知的障害者福祉法第二十八条の

規定により審判の請求をするもの

とする。  
 
 
（居室の確保） 

第十条 市町村は、養護者による

障害者虐待を受けた障害者につい

て前条第二項の措置を採るために

必要な居室を確保するための措置

を講ずるものとする。  
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護者が同項の規定による出頭の求

めに応じない場合は、次条第一項

の規定による児童委員又は児童の

福祉に関する事務に従事する職員

の立入り及び調査又は質問その他

の必要な措置を講ずるものとす

る。  
 

脅迫をいう。以下この章において

同じ。）を受けた者に限る。以下こ

の章において同じ。）が、配偶者か

らの身体に対する暴力を受けた者

である場合にあっては配偶者から

の更なる身体に対する暴力（配偶

者からの身体に対する暴力を受け

た後に、被害者が離婚をし、又は

その婚姻が取り消された場合にあ

っては、当該配偶者であった者か

ら引き続き受ける身体に対する暴

力。第十二条第一項第二号におい

て同じ。）により、配偶者からの生

命等に対する脅迫を受けた者であ

る場合にあっては配偶者から受け

る身体に対する暴力（配偶者から

の生命等に対する脅迫を受けた後

に、被害者が離婚をし、又はその

婚姻が取り消された場合にあって

は、当該配偶者であった者から引

き続き受ける身体に対する暴力。

同号において同じ。）により、その

生命又は身体に重大な危害を受け

るおそれが大きいときは、裁判所

は、被害者の申立てにより、その

生命又は身体に危害が加えられる

ことを防止するため、当該配偶者

（配偶者からの身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫を受けた

後に、被害者が離婚をし、又はそ

の婚姻が取り消された場合にあっ

ては、当該配偶者であった者。 
以下この条、同項第三号及び第四

号並びに第十八条第一項において

同じ。）に対し、次の各号に掲げる

事項を命ずるものとする。ただし、

第二号に掲げる事項については、

申立ての時において被害者及び当

該配偶者が生活の本拠を共にする

場合に限る。 
一 命令の効力が生じた日から起

算して六月間、被害者の住居（当

該配偶者と共に生活の本拠として

いる住居を除く。以下この号にお

いて同じ。）その他の場所において

被害者の身辺につきまとい、又は

被害者の住居、勤務先その他その

通常所在する場所の付近をはいか

いしてはならないこと。 
二 命令の効力が生じた日から起

算して二月間、被害者と共に生活

の本拠としている住居から退去す

ること及び当該住居の付近をはい

かいしてはならないこと。 
２ 前項本文に規定する場合にお

いて、同項第一号の規定による命

令を発する裁判所又は発した裁判

所は、被害者の申立てにより、そ

の生命又は身体に危害が加えられ

ることを防止するため、当該配偶

者に対し、命令の効力が生じた日

以後、同号の規定による命令の効

力が生じた日から起算して六月を

経過する日までの間、被害者に対

して次の各号に掲げるいずれの行

為もしてはならないことを命ずる

ものとする。 
一 面会を要求すること。 
二 その行動を監視していると思

わせるような事項を告げ、又はそ

の知り得る状態に置くこと。 
三 著しく粗野又は乱暴な言動を

すること。 
四 電話をかけて何も告げず、又

は緊急やむを得ない場合を除き、

連続して、電話をかけ、ファクシ
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ミリ装置を用いて送信し、若しく

は電子メールを送信すること。 
五 緊急やむを得ない場合を除

き、午後十時から午前六時までの

間に、電話をかけ、ファクシミリ

装置を用いて送信し、又は電子メ

ールを送信すること。 
六 汚物、動物の死体その他の著

しく不快又は嫌悪の情を催させる

ような物を送付し、又はその知り

得る状態に置くこと。 
七 その名誉を害する事項を告

げ、又はその知り得る状態に置く

こと。 
八 その性的羞恥心を害する事項

を告げ、若しくはその知り得る状

態に置き、又はその性的羞恥心を

害する文書、図画その他の物を送

付し、若しくはその知り得る状態

に置くこと。 
３ 第一項本文に規定する場合に

おいて、被害者がその成年に達し

ない子（以下この項及び次項並び

に第十二条第一項第三号において

単に「子」という。）と同居してい

るときであって、配偶者が幼年の

子を連れ戻すと疑うに足りる言動

を行っていることその他の事情が

あることから被害者がその同居し

ている子に関して配偶者と面会す

ることを余儀なくされることを防

止するため必要があると認めると

きは、第一項第一号の規定による

命令を発する裁判所又は発した裁

判所は、被害者の申立てにより、

その生命又は身体に危害が加えら

れることを防止するため、当該配

偶者に対し、命令の効力が生じた

日以後、同号の規定による命令の

効力が生じた日から起算して六月

を経過する日までの間、当該子の

住居（当該配偶者と共に生活の本

拠としている住居を除く。以下こ

の項において同じ。）、就学する学

校その他の場所において当該子の

身辺につきまとい、又は当該子の

住居、就学する学校その他その通

常所在する場所の付近をはいかい

してはならないことを命ずるもの

とする。ただし、当該子が十五歳

以上であるときは、その同意があ

る場合に限る。 
４ 第一項本文に規定する場合に

おいて、配偶者が被害者の親族そ

の他被害者と社会生活において密

接な関係を有する者（被害者と同

居している子及び配偶者と同居し

ている者を除く。以下この項及び

次項並びに第十二条第一項第四号

において「親族等」という。）の住

居に押し掛けて著しく粗野又は乱

暴な言動を行っていることその他

の事情があることから被害者がそ

の親族等に関して配偶者と面会す

ることを余儀なくされることを防

止するため必要があると認めると

きは、第一項第一号の規定による

命令を発する裁判所又は発した裁

判所は、被害者の申立てにより、

その生命又は身体に危害が加えら

れることを防止するため、当該配

偶者に対し、命令の効力が生じた

日以後、同号の規定による命令の

効力が生じた日から起算して六月

を経過する日までの間、当該親族

等の住居（当該配偶者と共に生活
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の本拠としている住居を除く。以

下この項において同じ。）その他の

場所において当該親族等の身辺に

つきまとい、又は当該親族等の住

居、勤務先その他その通常所在す

る場所の付近をはいかいしてはな

らないことを命ずるものとする。 
５ 前項の申立ては、当該親族等

（被害者の十五歳未満の子を除

く。以下この項において同じ。）の

同意（当該親族等が十五歳未満の

者又は成年被後見人である場合に

あっては、その法定代理人の同意）

がある場合に限り、することがで

きる。 
 
（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定によ

る命令の申立てに係る事件は、相

手方の住所（日本国内に住所がな

いとき又は住所が知れないときは

居所）の所在地を管轄する地方裁

判所の管轄に属する。 
２ 配偶者暴力相談支援センター

は、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護のため、次に掲げる

業務を行うものとする。  
一 申立人の住所又は居所の所在

地 
二 当該申立てに係る配偶者から

の身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫が行われた地 
 
（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四

項までの規定による命令（以下「保

護命令」という。）の申立ては、次

に掲げる事項を記載した書面でし

なければならない。 
一 配偶者からの身体に対する暴

力又は生命等に対する脅迫を受け

た状況 
二 配偶者からの更なる身体に対

する暴力又は配偶者からの生命等

に対する脅迫を受けた後の配偶者

から受ける身体に対する暴力によ

り、生命又は身体に重大な危害を

受けるおそれが大きいと認めるに

足りる申立ての時における事情 
三 第十条第三項の規定による命

令の申立てをする場合にあって

は、被害者が当該同居している子

に関して配偶者と面会することを

余儀なくされることを防止するた

め当該命令を発する必要があると

認めるに足りる申立ての時におけ

る事情 
四 配偶者からの更なる身体に対

する暴力又は配偶者からの生命等

に対する脅迫を受けた後の配偶者

から受ける身体に対する暴力によ

り、生命又は身体に重大な危害を

受けるおそれが大きいと認めるに

足りる申立ての時における事情 
五 配偶者暴力相談支援センター

の職員又は警察職員に対し、前各

号に掲げる事項について相談し、

又は援助若しくは保護を求めた事

実の有無及びその事実があるとき

は、次に掲げる事項 
イ 当該配偶者暴力相談支援セン

ター又は当該警察職員の所属官署

の名称 
ロ 相談し、又は援助若しくは保

護を求めた日時及び場所 
ハ 相談又は求めた援助若しくは
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保護の内容 
ニ 相談又は申立人の求めに対し

て執られた措置の内容 2 前項の書

面（以下「申立書」という。）に同

項第五号イからニまでに掲げる事

項の記載がない場合には、申立書

には、同項第一号から第四号まで

に掲げる事項についての申立人の

供述を記載した書面で公証人法第

五十八条ノ二第一項の認証を受け

たものを添付しなければならな

い。 
 
（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の

申立てに係る事件については、速

やかに裁判をするものとする。 
立入調

査 
（立入調査等）  

第九条 都道府県知事は、児童虐

待が行われているおそれがあると

認めるときは、児童委員又は児童

の福祉に関する事務に従事する職

員をして、児童の住所又は居所に

立ち入り、必要な調査又は質問を

させることができる。この場合に

おいては、その身分を証明する証

票を携帯させ、関係者の請求があ

ったときは、これを提示させなけ

ればならない。  
２ 前項の規定による児童委員又

は児童の福祉に関する事務に従事

する職員の立入り及び調査又は質

問は、児童福祉法第二十九条 の規

定による児童委員又は児童の福祉

に関する事務に従事する職員の立

入り及び調査又は質問とみなし

て、同法第六十一条の五 の規定を

適用する。  
 
（再出頭要求等）  

第九条の二 都道府県知事は、第

八条の二第一項の保護者又は前条

第一項の児童の保護者が正当な理

由なく同項の規定による児童委員

又は児童の福祉に関する事務に従

事する職員の立入り又は調査を拒

み、妨げ、又は忌避した場合にお

いて、児童虐待が行われているお

それがあると認めるときは、当該

保護者に対し、当該児童を同伴し

て出頭することを求め、児童委員

又は児童の福祉に関する事務に従

事する職員をして、必要な調査又

は質問をさせることができる。こ

の場合においては、その身分を証

明する証票を携帯させ、関係者の

請求があったときは、これを提示

させなければならない。  
２ 第八条の二第二項の規定は、

前項の規定による出頭の求めにつ

いて準用する。  
 
（臨検、捜索等）  

第九条の三 都道府県知事は、第

八条の二第一項の保護者又は第九

条第一項の児童の保護者が前条第

一項の規定による出頭の求めに応

じない場合において、児童虐待が

行われている疑いがあるときは、

当該児童の安全の確認を行い又は

その安全を確保するため、児童の

福祉に関する事務に従事する職員

をして、当該児童の住所又は居所

の所在地を管轄する地方裁判所、

家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判

官があらかじめ発する許可状によ

 （立入調査） 

第十一条 市町村長は、養護者に

よる高齢者虐待により高齢者の生

命又は身体に重大な危険が生じて

いるおそれがあると認めるとき

は、介護保険法第百十五条の三十

九第二項の規定により設置する地

域包括支援センターの職員その他

の高齢者の福祉に関する事務に従

事する職員をして、当該高齢者の

住所又は居所に立ち入り、必要な

調査又は質問をさせることができ

る。  
２ 前項の規定による立入り及び

調査又は質問を行う場合において

は、当該職員は、その身分を示す証

明書を携帯し、関係者の請求があ

るときは、これを提示しなければ

ならない。  
３ 第一項の規定による立入り及

び調査又は質問を行う権限は、犯

罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。  
 
（警察署長に対する援助要請等） 

第十二条 市町村長は、前条第一

項の規定による立入り及び調査又

は質問をさせようとする場合にお

いて、これらの職務の執行に際し

必要があると認めるときは、当該

高齢者の住所又は居所の所在地を

管轄する警察署長に対し援助を求

めることができる。  
２ 市町村長は、高齢者の生命又

は身体の安全の確保に万全を期す

る観点から、必要に応じ適切に、前

項の規定により警察署長に対し援

助を求めなければならない。  
３ 警察署長は、第一項の規定に

よる援助の求めを受けた場合にお

いて、高齢者の生命又は身体の安

全を確保するため必要と認めると

きは、速やかに、所属の警察官に、

同項の職務の執行を援助するため

に必要な警察官職務執行法その他

の法令の定めるところによる措置

を講じさせるよう努めなければな

らない。  
 
 

（立入調査） 

第十一条 市町村長は、養護者に

よる障害者虐待により障害者の生

命又は身体に重大な危険が生じて

いるおそれがあると認めるとき

は、障害者の福祉に関する事務に

従事する職員をして、当該障害者

の住所又は居所に立ち入り、必要

な調査又は質問をさせることがで

きる。  
２ 前項の規定による立入り及び

調査又は質問を行う場合において

は、当該職員は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係者の請求が

あるときは、これを提示しなけれ

ばならない。  
３ 第一項の規定による立入り及

び調査又は質問を行う権限は、犯

罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。  
 
（警察署長に対する援助要請等） 

第十二条 市町村長は、前条第一

項の規定による立入り及び調査又

は質問をさせようとする場合にお

いて、これらの職務の執行に際し

必要があると認めるときは、当該

障害者の住所又は居所の所在地を

管轄する警察署長に対し援助を求

めることができる。  
２ 市町村長は、障害者の生命又

は身体の安全の確保に万全を期す

る観点から、必要に応じ適切に、

前項の規定により警察署長に対し

援助を求めなければならない。  
３ 警察署長は、第一項の規定に

よる援助の求めを受けた場合にお

いて、障害者の生命又は身体の安

全を確保するため必要と認めると

きは、速やかに、所属の警察官に、

同項の職務の執行を援助するため

に必要な警察官職務執行法その他

の法令の定めるところによる措置

を講じさせるよう努めなければな

らない。  
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り、当該児童の住所若しくは居所

に臨検させ、又は当該児童を捜索

させることができる。  
２ 都道府県知事は、前項の規定

による臨検又は捜索をさせるとき

は、児童の福祉に関する事務に従

事する職員をして、必要な調査又

は質問をさせることができる。  
３ 都道府県知事は、第一項の許

可状（以下「許可状」という。）を

請求する場合においては、児童虐

待が行われている疑いがあると認

められる資料、臨検させようとす

る住所又は居所に当該児童が現在

すると認められる資料並びに当該

児童の保護者が第九条第一項の規

定による立入り又は調査を拒み、

妨げ、又は忌避したこと及び前条

第一項の規定による出頭の求めに

応じなかったことを証する資料を

提出しなければならない。  
４ 前項の請求があった場合にお

いては、地方裁判所、家庭裁判所

又は簡易裁判所の裁判官は、臨検

すべき場所又は捜索すべき児童の

氏名並びに有効期間、その期間経

過後は執行に着手することができ

ずこれを返還しなければならない

旨、交付の年月日及び裁判所名を

記載し、自己の記名押印した許可

状を都道府県知事に交付しなけれ

ばならない。  
５ 都道府県知事は、許可状を児

童の福祉に関する事務に従事する

職員に交付して、第一項の規定に

よる臨検又は捜索をさせるものと

する。  
６ 第一項の規定による臨検又は

捜索に係る制度は、児童虐待が保

護者がその監護する児童に対して

行うものであるために他人から認

知されること及び児童がその被害

から自ら逃れることが困難である

等の特別の事情から児童の生命又

は身体に重大な危険を生じさせる

おそれがあることにかんがみ特に

設けられたものであることを十分

に踏まえた上で、適切に運用され

なければならない。  
 
（臨検又は捜索の夜間執行の制

限）  

第九条の四 前条第一項の規定に

よる臨検又は捜索は、許可状に夜

間でもすることができる旨の記載

がなければ、日没から日の出まで

の間には、してはならない。  
２ 日没前に開始した前条第一項

の規定による臨検又は捜索は、必

要があると認めるときは、日没後

まで継続することができる。  
 
（許可状の提示）  

第九条の五 第九条の三第一項の

規定による臨検又は捜索の許可状

は、これらの処分を受ける者に提

示しなければならない。  
 
（身分の証明）  

第九条の六 児童の福祉に関する

事務に従事する職員は、第九条の

三第一項の規定による臨検若しく

は捜索又は同条第二項の規定によ

る調査若しくは質問（以下「臨検

等」という。）をするときは、その

身分を示す証票を携帯し、関係者

の請求があったときは、これを提
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示しなければならない。  
 
（臨検又は捜索に際しての必要な

処分）  

第九条の七 児童の福祉に関する

事務に従事する職員は、第九条の

三第一項の規定による臨検又は捜

索をするに当たって必要があると

きは、錠をはずし、その他必要な

処分をすることができる。  
 
（臨検等をする間の出入りの禁

止）  

第九条の八  児童の福祉に関す

る事務に従事する職員は、臨検等

をする間は、何人に対しても、許

可を受けないでその場所に出入り

することを禁止することができ

る。  
 
（責任者等の立会い）  

第九条の九 児童の福祉に関する

事務に従事する職員は、第九条の

三第一項の規定による臨検又は捜

索をするときは、当該児童の住所

若しくは居所の所有者若しくは管

理者（これらの者の代表者、代理

人その他これらの者に代わるべき

者を含む。）又は同居の親族で成年

に達した者を立ち会わせなければ

ならない。  
２ 前項の場合において、同項に

規定する者を立ち会わせることが

できないときは、その隣人で成年

に達した者又はその地の地方公共

団体の職員を立ち会わせなければ

ならない。  
 
（警察署長に対する援助要請等）  

第十条 児童相談所長は、第八条

第二項の児童の安全の確認又は一

時保護を行おうとする場合におい

て、これらの職務の執行に際し必

要があると認めるときは、当該児

童の住所又は居所の所在地を管轄

する警察署長に対し援助を求める

ことができる。都道府県知事が、

第九条第一項の規定による立入り

及び調査若しくは質問をさせ、又

は臨検等をさせようとする場合に

ついても、同様とする。  
２ 児童相談所長又は都道府県知

事は、児童の安全の確認及び安全

の確保に万全を期する観点から、

必要に応じ迅速かつ適切に、前項

の規定により警察署長に対し援助

を求めなければならない。  
３ 警察署長は、第一項の規定に

よる援助の求めを受けた場合にお

いて、児童の生命又は身体の安全

を確認し、又は確保するため必要

と認めるときは、速やかに、所属

の警察官に、同項の職務の執行を

援助するために必要な警察官職務

執行法その他の法令の定めるとこ

ろによる措置を講じさせるよう努

めなければならない。  
（調書）  

第十条の二 児童の福祉に関する

事務に従事する職員は、第九条の

三第一項の規定による臨検又は捜

索をしたときは、これらの処分を

した年月日及びその結果を記載し

た調書を作成し、立会人に示し、

当該立会人とともにこれに署名押

印しなければならない。ただし、

立会人が署名押印をせず、又は署
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名押印することができないとき

は、その旨を付記すれば足りる。  
手続き （都道府県知事への報告）  

第十条の三 児童の福祉に関する

事務に従事する職員は、臨検等を

終えたときは、その結果を都道府

県知事に報告しなければならな

い。  
 
（行政手続法 の適用除外）  

第十条の四 臨検等に係る処分に

ついては、行政手続法第三章の規

定は、適用しない。  
 
（不服申立ての制限）  

第十条の五 臨検等に係る処分に

ついては、行政不服審査法による

不服申立てをすることができな

い。  
 
（行政事件訴訟の制限）  

第十条の六 臨検等に係る処分に

ついては、行政事件訴訟法第三十

七条の四の規定による差止めの訴

えを提起することができない。  
 
 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論

又は相手方が立ち会うことができ

る審尋の期日を経なければ、これ

を発することができない。ただし、

その期日を経ることにより保護命

令の申立ての目的を達することが

できない事情があるときは、この

限りでない。 
２ 申立書に第十二条第一項第五

号イからニまでに掲げる事項の記

載がある場合には、裁判所は、当

該配偶者暴力相談支援センター又

は当該所属官署の長に対し、申立

人が相談し又は援助若しくは保護

を求めた際の状況及びこれに対し

て執られた措置の内容を記載した

書面の提出を求めるものとする。

この場合において、当該配偶者暴

力相談支援センター又は当該所属

官署の長は、これに速やかに応ず

るものとする。 
３ 裁判所は、必要があると認め

る場合には、前項の配偶者暴力相

談支援センター若しくは所属官署

の長又は申立人から相談を受け、

若しくは援助若しくは保護を求め

られた職員に対し、同項の規定に

より書面の提出を求めた事項に関

して更に説明を求めることができ

る。 
 
（保護命令の申立てについての決

定等） 

第十五条 保護命令の申立てにつ

いての決定には、理由を付さなけ

ればならない。ただし、口頭弁論

を経ないで決定をする場合には、

理由の要旨を示せば足りる。 
２ 保護命令は、相手方に対する

決定書の送達又は相手方が出頭し

た口頭弁論若しくは審尋の期日に

おける言渡しによって、その効力

を生ずる。 
３ 保護命令を発したときは、裁

判所書記官は、速やかにその旨及

びその内容を申立人の住所又は居

所を管轄する警視総監又は道府県

警察本部長に通知するものとす

る。 
４ 保護命令を発した場合におい

て、申立人が配偶者暴力相談支援

センターの職員に対し相談し、又

は援助若しくは保護を求めた事実

があり、かつ、申立書に当該事実

に係る第十二条第一項第五号イか

らニまでに掲げる事項の記載があ

るときは、裁判所書記官は、速や

かに、保護命令を発した旨及びそ

の内容を、当該申立書に名称が記

載された配偶者暴力相談支援セン

ター（当該申立書に名称が記載さ

れた配偶者暴力相談支援センター

が二以上ある場合にあっては、申

立人がその職員に対し相談し、又

は援助若しくは保護を求めた日時

が最も遅い配偶者暴力相談支援セ

ンター）の長に通知するものとす

る。 
５ 保護命令は、執行力を有しな

い。 
 
（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てにつ
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いての裁判に対しては、即時抗告

をすることができる。 
２ 前項の即時抗告は、保護命令

の効力に影響を及ぼさない。 
３ 即時抗告があった場合におい

て、保護命令の取消しの原因とな

ることが明らかな事情があること

につき疎明があったときに限り、

抗告裁判所は、申立てにより、即

時抗告についての裁判が効力を生

ずるまでの間、保護命令の効力の

停止を命ずることができる。事件

の記録が原裁判所に存する間は、

原裁判所も、この処分を命ずるこ

とができる。 
４ 前項の規定により第十条第一

項第一号の規定による命令の効力

の停止を命ずる場合において、同

条第二項から第四項までの規定に

よる命令が発せられているとき

は、裁判所は、当該命令の効力の

停止をも命じなければならない。 
５ 前二項の規定による裁判に対

しては、不服を申し立てることが

できない。 
６ 抗告裁判所が第十条第一項第

一号の規定による命令を取り消す

場合において、同条第二項から第

四項までの規定による命令が発せ

られているときは、抗告裁判所は、

当該命令をも取り消さなければな

らない。 
７ 前条第四項の規定による通知

がされている保護命令について、

第三項若しくは第四項の規定によ

りその効力の停止を命じたとき又

は抗告裁判所がこれを取り消した

ときは、裁判所書記官は、速やか

に、その旨及びその内容を当該通

知をした配偶者暴力相談支援セン

ターの長に通知するものとする。 
８ 前条第三項の規定は、第三項

及び第四項の場合並びに抗告裁判

所が保護命令を取り消した場合に

ついて準用する。 
 
（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判

所は、当該保護命令の申立てをし

た者の申立てがあった場合には、

当該保護命令を取り消さなければ

ならない。第十条第一項第一号又

は第二項から第四項までの規定に

よる命令にあっては同号の規定に

よる命令が効力を生じた日から起

算して三月を経過した後におい

て、同条第一項第二号の規定によ

る命令にあっては当該命令が効力

を生じた日から起算して二週間を

経過した後において、これらの命

令を受けた者が申し立て、当該裁

判所がこれらの命令の申立てをし

た者に異議がないことを確認した

ときも、同様とする。 
２ 前条第六項の規定は、第十条

第一項第一号の規定による命令を

発した裁判所が前項の規定により

当該命令を取り消す場合について

準用する。 
３ 第十五条第三項及び前条第七

項の規定は、前二項の場合につい

て準用する。 
 
（第十条第一項第二号の規定によ

る命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の
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規定による命令が発せられた後に

当該発せられた命令の申立ての理

由となった身体に対する暴力又は

生命等に対する脅迫と同一の事実

を理由とする同号の規定による命

令の再度の申立てがあったとき

は、裁判所は、配偶者と共に生活

の本拠としている住居から転居し

ようとする被害者がその責めに帰

することのできない事由により当

該発せられた命令の効力が生ずる

日から起算して二月を経過する日

までに当該住居からの転居を完了

することができないことその他の

同号の規定による命令を再度発す

る必要があると認めるべき事情が

あるときに限り、当該命令を発す

るものとする。ただし、当該命令

を発することにより当該配偶者の

生活に特に著しい支障を生ずると

認めるときは、当該命令を発しな

いことができる。 
２ 前項の申立てをする場合にお

ける第十二条の規定の適用につい

ては、同条第一項各号列記以外の

部分中「次に掲げる事項」とある

のは「第一号、第二号及び第五号

に掲げる事項並びに第十八条第一

項本文の事情」と、同項第五号中

「前各号に掲げる事項」とあるの

は「第一号及び第二号に掲げる事

項並びに第十八条第一項本文の事

情」と、同条第二項中「同項第一号

から第四号までに掲げる事項」と

あるのは「同項第一号及び第二号

に掲げる事項並びに第十八条第一

項本文の事情」とする。 
 
（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続

について、当事者は、裁判所書記

官に対し、事件の記録の閲覧若し

くは謄写、その正本、謄本若しく

は抄本の交付又は事件に関する事

項の証明書の交付を請求すること

ができる。ただし、相手方にあっ

ては、保護命令の申立てに関し口

頭弁論若しくは相手方を呼び出す

審尋の期日の指定があり、又は相

手方に対する保護命令の送達があ

るまでの間は、この限りでない。 
 
（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法

務局又はその支局の管轄区域内に

公証人がいない場合又は公証人が

その職務を行うことができない場

合には、法務大臣は、当該法務局

若しくは地方法務局又はその支局

に勤務する法務事務官に第十二条

第二項（第十八条第二項の規定に

より読み替えて適用する場合を含

む。）の認証を行わせることができ

る。 
 
（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定

めがある場合を除き、保護命令に

関する手続に関しては、その性質

に反しない限り、民事訴訟法（平

成八年法律第百九号）の規定を準

用する。 
 
（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるも

ののほか、保護命令に関する手続

に関し必要な事項は、最高裁判所
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規則で定める。 
 

相談 
指導 

（児童虐待を行った保護者に対す

る指導等）  

第十一条 児童虐待を行った保護

者について児童福祉法第二十七条

第一項第二号 の規定により行わ

れる指導は、親子の再統合への配

慮その他の児童虐待を受けた児童

が良好な家庭的環境で生活するた

めに必要な配慮の下に適切に行わ

れなければならない。  
２ 児童虐待を行った保護者につ

いて児童福祉法第二十七条第一項

第二号 の措置が採られた場合に

おいては、当該保護者は、同号 の
指導を受けなければならない。  
３ 前項の場合において保護者が

同項の指導を受けないときは、都

道府県知事は、当該保護者に対し、

同項の指導を受けるよう勧告する

ことができる。  
４ 都道府県知事は、前項の規定

による勧告を受けた保護者が当該

勧告に従わない場合において必要

があると認めるときは、児童福祉

法第三十三条第二項 の規定によ

り児童相談所長をして児童虐待を

受けた児童に一時保護を加えさせ

又は適当な者に一時保護を加える

ことを委託させ、同法第二十七条

第一項第三号 又は第二十八条第

一項 の規定による措置を採る等

の必要な措置を講ずるものとす

る。  
５ 児童相談所長は、第三項の規

定による勧告を受けた保護者が当

該勧告に従わず、その監護する児

童に対し親権を行わせることが著

しく当該児童の福祉を害する場合

には、必要に応じて、適切に、児童

福祉法第三十三条の七の規定によ

る請求を行うものとする。  

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の

相談に応じ、必要な指導を行うこ

とができる。 
 

（相談、指導及び助言） 

第六条 市町村は、養護者による

高齢者虐待の防止及び養護者によ

る高齢者虐待を受けた高齢者の保

護のため、高齢者及び養護者に対

して、相談、指導及び助言を行うも

のとする。 
 
（養護者の支援） 

第十四条 市町村は、第六条に規

定するもののほか、養護者の負担

の軽減のため、養護者に対する相

談、指導及び助言その他必要な措

置を講ずるものとする。  
２ 市町村は、前項の措置として、

養護者の心身の状態に照らしその

養護の負担の軽減を図るため緊急

の必要があると認める場合に高齢

者が短期間養護を受けるために必

要となる居室を確保するための措

置を講ずるものとする。  
 
 

（養護者の支援） 

第十四条 市町村は、第三十二条

第二項第二号に規定するもののほ

か、養護者の負担の軽減のため、

養護者に対する相談、指導及び助

言その他必要な措置を講ずるもの

とする。  
２ 市町村は、前項の措置として、

養護者の心身の状態に照らしその

養護の負担の軽減を図るため緊急

の必要があると認める場合に障害

者が短期間養護を受けるために必

要となる居室を確保するための措

置を講ずるものとする。  
 

面会制

限等 
（面会等の制限等）  

第十二条 児童虐待を受けた児童

について児童福祉法第二十七条第

一項第三号 の措置（以下「施設入

所等の措置」という。）が採られ、

又は同法第三十三条第一項若しく

は第二項 の規定による一時保護

が行われた場合において、児童虐

待の防止及び児童虐待を受けた児

童の保護のため必要があると認め

るときは、児童相談所長及び当該

児童について施設入所等の措置が

採られている場合における当該施

設入所等の措置に係る同号 に規

定する施設の長は、厚生労働省令

で定めるところにより、当該児童

虐待を行った保護者について、次

に掲げる行為の全部又は一部を制

限することができる。  
一 当該児童との面会  
二 当該児童との通信  
２ 前項の施設の長は、同項の規

定による制限を行った場合又は行

わなくなった場合は、その旨を児

童相談所長に通知するものとす

る。  
３ 児童虐待を受けた児童につい

て施設入所等の措置（児童福祉法

第二十八条 の規定によるものに

限る。）が採られ、又は同法第三十

三条第一項 若しくは第二項 の規

定による一時保護が行われた場合

において、当該児童虐待を行った

 （面会の制限） 

第十三条 養護者による高齢者虐

待を受けた高齢者について老人福

祉法第十一条第一項第二号又は第

三号の措置が採られた場合におい

ては、市町村長又は当該措置に係

る養介護施設の長は、養護者によ

る高齢者虐待の防止及び当該高齢

者の保護の観点から、当該養護者

による高齢者虐待を行った養護者

について当該高齢者との面会を制

限することができる。 

（面会の制限） 

第十三条 養護者による障害者虐

待を受けた障害者について第九条

第二項の措置が採られた場合にお

いては、市町村長又は当該措置に

係る障害者支援施設等若しくはの

ぞみの園の長若しくは当該措置に

係る身体障害者福祉法第十八条第

二項に規定する指定医療機関の管

理者は、養護者による障害者虐待

の防止及び当該障害者の保護の観

点から、当該養護者による障害者

虐待を行った養護者について当該

障害者との面会を制限することが

できる。  
 



１８ 
 

保護者に対し当該児童の住所又は

居所を明らかにしたとすれば、当

該保護者が当該児童を連れ戻すお

それがある等再び児童虐待が行わ

れるおそれがあり、又は当該児童

の保護に支障をきたすと認めると

きは、児童相談所長は、当該保護

者に対し、当該児童の住所又は居

所を明らかにしないものとする。  
 
第十二条の二 児童虐待を受けた

児童について施設入所等の措置

（児童福祉法第二十八条 の規定

によるものを除く。以下この項に

おいて同じ。）が採られた場合にお

いて、当該児童虐待を行った保護

者に当該児童を引き渡した場合に

は再び児童虐待が行われるおそれ

があると認められるにもかかわら

ず、当該保護者が当該児童の引渡

しを求めること、当該保護者が前

条第一項の規定による制限に従わ

ないことその他の事情から当該児

童について当該施設入所等の措置

を採ることが当該保護者の意に反

し、これを継続することが困難で

あると認めるときは、児童相談所

長は、次項の報告を行うに至るま

で、同法第三十三条第一項 の規定

により当該児童に一時保護を行う

ことができる。  
２ 児童相談所長は、前項の一時

保護を行った場合には、速やかに、

児童福祉法第二十六条第一項第一

号の規定に基づき、同法第二十八

条の規定による施設入所等の措置

を要する旨を都道府県知事に報告

しなければならない。  
 
第十二条の三 児童相談所長は、

児童福祉法第三十三条第一項の規

定により児童虐待を受けた児童に

ついて一時保護を行っている場合

（前条第一項の一時保護を行って

いる場合を除く。）において、当該

児童について施設入所等の措置を

要すると認めるときであって、当

該児童虐待を行った保護者に当該

児童を引き渡した場合には再び児

童虐待が行われるおそれがあると

認められるにもかかわらず、当該

保護者が当該児童の引渡しを求め

ること、当該保護者が第十二条第

一項の規定による制限に従わない

ことその他の事情から当該児童に

ついて施設入所等の措置を採るこ

とが当該保護者の意に反すると認

めるときは、速やかに、同法第二

十六条第一項第一号の規定に基づ

き、同法第二十八条の規定による

施設入所等の措置を要する旨を都

道府県知事に報告しなければなら

ない。  
 
第十二条の四 都道府県知事は、

児童虐待を受けた児童について施

設入所等の措置（児童福祉法第二

十八条  の規定によるものに限

る。）が採られ、かつ、第十二条第

一項の規定により、当該児童虐待

を行った保護者について、同項各

号に掲げる行為の全部が制限され

ている場合において、児童虐待の

防止及び児童虐待を受けた児童の

保護のため特に必要があると認め

るときは、厚生労働省令で定める

ところにより、六月を超えない期
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間を定めて、当該保護者に対し、

当該児童の住所若しくは居所、就

学する学校その他の場所において

当該児童の身辺につきまとい、又

は当該児童の住所若しくは居所、

就学する学校その他その通常所在

する場所（通学路その他の当該児

童が日常生活又は社会生活を営む

ために通常移動する経路を含む。）

の付近をはいかいしてはならない

ことを命ずることができる。  
２ 都道府県知事は、前項に規定

する場合において、引き続き児童

虐待の防止及び児童虐待を受けた

児童の保護のため特に必要がある

と認めるときは、六月を超えない

期間を定めて、同項の規定による

命令に係る期間を更新することが

できる。  
３ 都道府県知事は、第一項の規

定による命令をしようとするとき

（前項の規定により第一項の規定

による命令に係る期間を更新しよ

うとするときを含む。）は、行政手

続法第十三条第一項 の規定によ

る意見陳述のための手続の区分に

かかわらず、聴聞を行わなければ

ならない。  
４ 第一項の規定による命令をす

るとき（第二項の規定により第一

項の規定による命令に係る期間を

更新するときを含む。）は、厚生労

働省令で定める事項を記載した命

令書を交付しなければならない。  
５ 第一項の規定による命令が発

せられた後に児童福祉法第二十八

条 の規定による施設入所等の措

置が解除され、停止され、若しく

は他の措置に変更された場合又は

第十二条第一項の規定による制限

の全部又は一部が行われなくなっ

た場合は、当該命令は、その効力

を失う。同法第二十八条第三項 の
規定により引き続き施設入所等の

措置が採られている場合におい

て、第一項の規定による命令が発

せられたときであって、当該命令

に係る期間が経過する前に同条第

二項 の規定による当該施設入所

等の措置の期間の更新に係る承認

の申立てに対する審判が確定した

ときも、同様とする。  
６ 都道府県知事は、第一項の規

定による命令をした場合におい

て、その必要がなくなったと認め

るときは、厚生労働省令で定める

ところにより、その命令を取り消

さなければならない。  
 
（施設入所等の措置の解除）  

第十三条 都道府県知事は、児童

虐待を受けた児童について施設入

所等の措置が採られ、及び当該児

童の保護者について児童福祉法第

二十七条第一項第二号 の措置が

採られた場合において、当該児童

について採られた施設入所等の措

置を解除しようとするときは、当

該児童の保護者について同号 の
指導を行うこととされた児童福祉

司等の意見を聴くとともに、当該

児童の保護者に対し採られた当該

指導の効果、当該児童に対し再び

児童虐待が行われることを予防す

るために採られる措置について見

込まれる効果その他厚生労働省令
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で定める事項を勘案しなければな

らない。  
 

支援 （児童虐待を受けた児童等に対す

る支援）  

第十三条の二 市町村は、児童福

祉法第二十四条第三項 の規定に

より保育所に入所する児童を選考

する場合には、児童虐待の防止に

寄与するため、特別の支援を要す

る家庭の福祉に配慮をしなければ

ならない。  
２ 国及び地方公共団体は、児童

虐待を受けた児童がその年齢及び

能力に応じ充分な教育が受けられ

るようにするため、教育の内容及

び方法の改善及び充実を図る等必

要な施策を講じなければならな

い。  
３ 国及び地方公共団体は、居住

の場所の確保、進学又は就業の支

援その他の児童虐待を受けた者の

自立の支援のための施策を講じな

ければならない。  
 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法に定める

福祉に関する事務所（次条におい

て「福祉事務所」という。）は、生

活保護法、児童福祉法、母子及び

寡婦福祉法その他の法令の定める

ところにより、被害者の自立を支

援するために必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 
 

 （障害者虐待を受けた障害者の自

立の支援） 

第四十一条 国及び地方公共団体

は、障害者虐待を受けた障害者が

地域において自立した生活を円滑

に営むことができるよう、居住の

場所の確保、就業の支援その他の

必要な施策を講ずるものとする。  
 
 

消費者

被害 
財産管

理 

  （財産上の不当取引による被害の

防止等） 

第二十七条 市町村は、養護者、高

齢者の親族又は養介護施設従事者

等以外の者が不当に財産上の利益

を得る目的で高齢者と行う取引

（以下「財産上の不当取引」とい

う。）による高齢者の被害につい

て、相談に応じ、若しくは消費生活

に関する業務を担当する部局その

他の関係機関を紹介し、又は高齢

者虐待対応協力者に、財産上の不

当取引による高齢者の被害に係る

相談若しくは関係機関の紹介の実

施を委託するものとする。  
２ 市町村長は、財産上の不当取

引の被害を受け、又は受けるおそ

れのある高齢者について、適切に、

老人福祉法第三十二条の規定によ

り審判の請求をするものとする。  
 
（成年後見制度の利用促進） 

第二十八条 国及び地方公共団体

は、高齢者虐待の防止及び高齢者

虐待を受けた高齢者の保護並びに

財産上の不当取引による高齢者の

被害の防止及び救済を図るため、

成年後見制度の周知のための措

置、成年後見制度の利用に係る経

済的負担の軽減のための措置等を

講ずることにより、成年後見制度

が広く利用されるようにしなけれ

ばならない。  
 

（財産上の不当取引による被害の

防止等） 

第四十三条 市町村は、養護者、

障害者の親族、障害者福祉施設従

事者等及び使用者以外の者が不当

に財産上の利益を得る目的で障害

者と行う取引（以下「財産上の不

当取引」という。）による障害者の

被害について、相談に応じ、若し

くは消費生活に関する業務を担当

する部局その他の関係機関を紹介

し、又は市町村障害者虐待対応協

力者に、財産上の不当取引による

障害者の被害に係る相談若しくは

関係機関の紹介の実施を委託する

ものとする。  
２ 市町村長は、財産上の不当取

引の被害を受け、又は受けるおそ

れのある障害者について、適切に、

精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律第五十一条の十一の二又

は知的障害者福祉法第二十八条の

規定により審判の請求をするもの

とする。  
 
（成年後見制度の利用促進） 

第四十四条 国及び地方公共団体

は、障害者虐待の防止並びに障害

者虐待を受けた障害者の保護及び

自立の支援並びに財産上の不当取

引による障害者の被害の防止及び

救済を図るため、成年後見制度の

周知のための措置、成年後見制度

の利用に係る経済的負担の軽減の

ための措置等を講ずることによ

り、成年後見制度が広く利用され

るようにしなければならない。 
その他 （資料又は情報の提供）  

第十三条の三 地方公共団体の機

関は、市町村長、都道府県の設置

する福祉事務所の長又は児童相談

所長から児童虐待に係る児童又は

その保護者の心身の状況、これら

の者の置かれている環境その他児

童虐待の防止等に係る当該児童、

その保護者その他の関係者に関す

る資料又は情報の提供を求められ

たときは、当該資料又は情報につ

いて、当該市町村長、都道府県の

設置する福祉事務所の長又は児童

相談所長が児童虐待の防止等に関

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家

公安委員会、法務大臣及び厚生労

働大臣（以下この条及び次条第五

項において「主務大臣」という。）

は、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護のための施策に関す

る基本的な方針（以下この条並び

に次条第一項及び第三項において

「基本方針」という。）を定めなけ

ればならない。 
２ 基本方針においては、次に掲

げる事項につき、次条第一項の都

道府県基本計画及び同条第三項の

（調査研究） 

第二十六条 国は、高齢者虐待の

事例の分析を行うとともに、高齢

者虐待があった場合の適切な対応

方法、高齢者に対する適切な養護

の方法その他の高齢者虐待の防

止、高齢者虐待を受けた高齢者の

保護及び養護者に対する支援に資

する事項について調査及び研究を

行うものとする。  
 
（検討） 

２ 高齢者以外の者であって精神

上又は身体上の理由により養護を

（調査研究） 

第四十二条 国及び地方公共団体

は、障害者虐待を受けた障害者が

その心身に著しく重大な被害を受

けた事例の分析を行うとともに、

障害者虐待の予防及び早期発見の

ための方策、障害者虐待があった

場合の適切な対応方法、養護者に

対する支援の在り方その他障害者

虐待の防止、障害者虐待を受けた

障害者の保護及び自立の支援並び

に養護者に対する支援のために必

要な事項についての調査及び研究

を行うものとする。  
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する事務又は業務の遂行に必要な

限度で利用し、かつ、利用するこ

とに相当の理由があるときは、こ

れを提供することができる。ただ

し、当該資料又は情報を提供する

ことによって、当該資料又は情報

に係る児童、その保護者その他の

関係者又は第三者の権利利益を不

当に侵害するおそれがあると認め

られるときは、この限りでない。  
 
（都道府県児童福祉審議会等への

報告）  

第十三条の四 都道府県知事は、

児童福祉法第八条第二項に規定す

る都道府県児童福祉審議会に、第

九条第一項の規定による立入り及

び調査又は質問、臨検等並びに児

童虐待を受けた児童に行われた同

法第三十三条第一項 又は第二項 
の規定による一時保護の実施状

況、児童の心身に著しく重大な被

害を及ぼした児童虐待の事例その

他の厚生労働省令で定める事項を

報告しなければならない。  
 
（親権の行使に関する配慮等）  

第十四条 児童の親権を行う者

は、児童のしつけに際して、その

適切な行使に配慮しなければなら

ない。  
２ 児童の親権を行う者は、児童

虐待に係る暴行罪、傷害罪その他

の犯罪について、当該児童の親権

を行う者であることを理由とし

て、その責めを免れることはない。  
 
（親権の喪失の制度の適切な運

用）  

第十五条 民法に規定する親権の

喪失の制度は、児童虐待の防止及

び児童虐待を受けた児童の保護の

観点からも、適切に運用されなけ

ればならない。  
 
（大都市等の特例）  

第十六条 この法律中都道府県が

処理することとされている事務で

政令で定めるものは、地方自治法

第二百五十二条の十九第一項の指

定都市（以下「指定都市」という。）

及び同法第二百五十二条の二十二

第一項 の中核市（以下「中核市」

という。）並びに児童福祉法第五十

九条の四第一項 に規定する児童

相談所設置市においては、政令で

定めるところにより、指定都市若

しくは中核市又は児童相談所設置

市（以下「指定都市等」という。）

が処理するものとする。この場合

においては、この法律中都道府県

に関する規定は、指定都市等に関

する規定として指定都市等に適用

があるものとする。  
 

市町村基本計画の指針となるべき

ものを定めるものとする。 一配偶

者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する基本的な事項二配偶

者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の内容に関する

事項三その他配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のための施

策の実施に関する重要事項 
３ 主務大臣は、基本方針を定め、

又はこれを変更しようとするとき

は、あらかじめ、関係行政機関の

長に協議しなければならない。 
４ 主務大臣は、基本方針を定め、

又はこれを変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければなら

ない。 
 
（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方

針に即して、当該都道府県におけ

る配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策の実施に

関する基本的な計画（以下この条

において「都道府県基本計画」と

いう。）を定めなければならない。 
２ 都道府県基本計画においては、

次に掲げる事項を定めるものとす

る。 一配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する基本的な

方針二配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護のための施策の実

施内容に関する事項三その他配偶

者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する

重要事項 
３ 市町村（特別区を含む。以下同

じ。）は、基本方針に即し、かつ、

都道府県基本計画を勘案して、当

該市町村における配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のため

の施策の実施に関する基本的な計

画（以下この条において「市町村

基本計画」という。）を定めるよう

努めなければならない。 
４ 都道府県又は市町村は、都道

府県基本計画又は市町村基本計画

を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければな

らない。 
５ 主務大臣は、都道府県又は市

町村に対し、都道府県基本計画又

は市町村基本計画の作成のために

必要な助言その他の援助を行うよ

う努めなければならない。 
 
（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体

は、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に資するため、加害

者の更生のための指導の方法、被

害者の心身の健康を回復させるた

めの方法等に関する調査研究の推

進並びに被害者の保護に係る人材

の養成及び資質の向上に努めるも

のとする。 
 
（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体

は、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護を図るための活動を

行う民間の団体に対し、必要な援

助を行うよう努めるものとする。 
 
（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各

号に掲げる費用を支弁しなければ

必要とするものに対する虐待の防

止等のための制度については、速

やかに検討が加えられ、その結果

に基づいて必要な措置が講ぜられ

るものとする。  
３ 高齢者虐待の防止、養護者に

対する支援等のための制度につい

ては、この法律の施行後三年を目

途として、この法律の施行状況等

を勘案し、検討が加えられ、その結

果に基づいて必要な措置が講ぜら

れるものとする。  
 
 
 

 
（検討） 

第二条 政府は、学校、保育所等、

医療機関、官公署等における障害

者に対する虐待の防止等の体制の

在り方並びに障害者の安全の確認

又は安全の確保を実効的に行うた

めの方策、障害者を訪問して相談

等を行う体制の充実強化その他の

障害者虐待の防止、障害者虐待を

受けた障害者の保護及び自立の支

援、養護者に対する支援等のため

の制度について、この法律の施行

後三年を目途として、児童虐待、

高齢者虐待、配偶者からの暴力等

の防止等に関する法制度全般の見

直しの状況を踏まえ、この法律の

施行状況等を勘案して検討を加

え、その結果に基づいて必要な措

置を講ずるものとする。  
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ならない。 
一 第三条第三項の規定に基づき

同項に掲げる業務を行う婦人相談

所の運営に要する費用（次号に掲

げる費用を除く。） 
二 第三条第三項第三号の規定に

基づき婦人相談所が行う一時保護

（同条第四項に規定する厚生労働

大臣が定める基準を満たす者に委

託して行う場合を含む。）に要する

費用 
三 第四条の規定に基づき都道府

県知事の委嘱する婦人相談員が行

う業務に要する費用 
四 第五条の規定に基づき都道府

県が行う保護（市町村、社会福祉

法人その他適当と認める者に委託

して行う場合を含む。）及びこれに

伴い必要な事務に要する費用 
２ 市は、第四条の規定に基づき

その長の委嘱する婦人相談員が行

う業務に要する費用を支弁しなけ

ればならない。 
 
（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定める

ところにより、都道府県が前条第

一項の規定により支弁した費用の

うち、同項第一号及び第二号に掲

げるものについては、その十分の

五を負担するものとする。 
２ 国は、予算の範囲内において、

次の各号に掲げる費用の十分の五

以内を補助することができる。 
一 都道府県が前条第一項の規定

により支弁した費用のうち、同項

第三号及び第四号に掲げるもの 
二 市が前条第二項の規定により

支弁した費用 
 

罰則 （罰則）  

第十七条 第十二条の四第一項の

規定による命令（同条第二項の規

定により同条第一項の規定による

命令に係る期間が更新された場合

における当該命令を含む。）に違反

した者は、一年以下の懲役又は百

万円以下の罰金に処する。  
 

（罰則）  

第二十九条 保護命令に違反した

者は、一年以下の懲役又は百万円

以下の罰金に処する。 
 
第三十条 第十二条第一項（第十

八条第二項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の規定に

より記載すべき事項について虚偽

の記載のある申立書により保護命

令の申立てをした者は、十万円以

下の過料に処する。 
 

（罰則）  

第二十九条 第十七条第二項の規

定に違反した者は、一年以下の懲

役又は百万円以下の罰金に処す

る。  
 
第三十条 正当な理由がなく、第

十一条第一項の規定による立入調

査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

又は同項の規定による質問に対し

て答弁をせず、若しくは虚偽の答

弁をし、若しくは高齢者に答弁を

させず、若しくは虚偽の答弁をさ

せた者は、三十万円以下の罰金に

処する。  
 

（罰則）  

第四十五条 第三十三条第二項又

は第三十七条第二項の規定に違反

した者は、一年以下の懲役又は百

万円以下の罰金に処する。  
 
第四十六条 正当な理由がなく、

第十一条第一項の規定による立入

調査を拒み、妨げ、若しくは忌避

し、又は同項の規定による質問に

対して答弁をせず、若しくは虚偽

の答弁をし、若しくは障害者に答

弁をさせず、若しくは虚偽の答弁

をさせた者は、三十万円以下の罰

金に処する。  
 

 
 （養介護施設従事者等による高齢

者虐待の防止等のための措置） 

第二十条 養介護施設の設置者又

は養介護事業を行う者は、養介護

施設従事者等の研修の実施、当該

養介護施設に入所し、その他当該

養介護施設を利用し、又は当該養

介護事業に係るサービスの提供を

受ける高齢者及びその家族からの

苦情の処理の体制の整備その他の

養介護施設従事者等による高齢者

虐待の防止等のための措置を講ず

るものとする。  
 
（養介護施設従事者等による高齢

者虐待に係る通報等） 

第二十一条 養介護施設従事者等

は、当該養介護施設従事者等がそ

の業務に従事している養介護施設

（障害者福祉施設従事者等による

障害者虐待の防止等のための措

置） 

第十五条 障害者福祉施設の設置

者又は障害福祉サービス事業等を

行う者は、障害者福祉施設従事者

等の研修の実施、当該障害者福祉

施設に入所し、その他当該障害者

福祉施設を利用し、又は当該障害

福祉サービス事業等に係るサービ

スの提供を受ける障害者及びその

家族からの苦情の処理の体制の整

備その他の障害者福祉施設従事者

等による障害者虐待の防止等のた

めの措置を講ずるものとする。  
 
（障害者福祉施設従事者等による

障害者虐待に係る通報等） 

第十六条 障害者福祉施設従事者

（使用者による障害者虐待の防止

等のための措置） 

第二十一条 障害者を雇用する事

業主は、労働者の研修の実施、当該

事業所に使用される障害者及びそ

の家族からの苦情の処理の体制の

整備その他の使用者による障害者

虐待の防止等のための措置を講ず

るものとする。  
 
（使用者による障害者虐待に係る

通報等） 

第二十二条 使用者による障害者

虐待を受けたと思われる障害者を

発見した者は、速やかに、これを市

町村又は都道府県に通報しなけれ

ばならない。  
２ 使用者による障害者虐待を受

けた障害者は、その旨を市町村又

（就学する障害者に対する虐待の

防止等） 

第二十九条 学校の長は、教職員、

児童、生徒、学生その他の関係者

に対する障害及び障害者に関する

理解を深めるための研修の実施及

び普及啓発、就学する障害者に対

する虐待に関する相談に係る体制

の整備、就学する障害者に対する

虐待に対処するための措置その他

の当該学校に就学する障害者に対

する虐待を防止するため必要な措

置を講ずるものとする。  
 
（保育所等に通う障害者に対する

虐待の防止等） 

第三十条 保育所等の長は、保育

所等の職員その他の関係者に対す

る障害及び障害者に関する理解を
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又は養介護事業（当該養介護施設

の設置者若しくは当該養介護事業

を行う者が設置する養介護施設又

はこれらの者が行う養介護事業を

含む。）において業務に従事する養

介護施設従事者等による高齢者虐

待を受けたと思われる高齢者を発

見した場合は、速やかに、これを

市町村に通報しなければならな

い。  
２ 前項に定める場合のほか、養

介護施設従事者等による高齢者虐

待を受けたと思われる高齢者を発

見した者は、当該高齢者の生命又

は身体に重大な危険が生じている

場合は、速やかに、これを市町村

に通報しなければならない。  
３ 前二項に定める場合のほか、

養介護施設従事者等による高齢者

虐待を受けたと思われる高齢者を

発見した者は、速やかに、これを

市町村に通報するよう努めなけれ

ばならない。  
４ 養介護施設従事者等による高

齢者虐待を受けた高齢者は、その

旨を市町村に届け出ることができ

る。  
５ 第十八条の規定は、第一項か

ら第三項までの規定による通報又

は前項の規定による届出の受理に

関する事務を担当する部局の周知

について準用する。  
６ 刑法の秘密漏示罪の規定その

他の守秘義務に関する法律の規定

は、第一項から第三項までの規定

による通報（虚偽であるもの及び

過失によるものを除く。次項にお

いて同じ。）をすることを妨げるも

のと解釈してはならない。  
７ 養介護施設従事者等は、第一

項から第三項までの規定による通

報をしたことを理由として、解雇

その他不利益な取扱いを受けな

い。  
 
第二十二条 市町村は、前条第一

項から第三項までの規定による通

報又は同条第四項の規定による届

出を受けたときは、厚生労働省令

で定めるところにより、当該通報

又は届出に係る養介護施設従事者

等による高齢者虐待に関する事項

を、当該養介護施設従事者等によ

る高齢者虐待に係る養介護施設又

は当該養介護施設従事者等による

高齢者虐待に係る養介護事業の事

業所の所在地の都道府県に報告し

なければならない。  
２ 前項の規定は、地方自治法第

二百五十二条の十九第一項の指定

都市及び同法第二百五十二条の二

十二第一項の中核市については、

厚生労働省令で定める場合を除

き、適用しない。  
 
第二十三条 市町村が第二十一条

第一項から第三項までの規定によ

る通報又は同条第四項の規定によ

る届出を受けた場合においては、

当該通報又は届出を受けた市町村

の職員は、その職務上知り得た事

項であって当該通報又は届出をし

た者を特定させるものを漏らして

はならない。都道府県が前条第一

項の規定による報告を受けた場合

における当該報告を受けた都道府

等による障害者虐待を受けたと思

われる障害者を発見した者は、速

やかに、これを市町村に通報しな

ければならない。  
２ 障害者福祉施設従事者等によ

る障害者虐待を受けた障害者は、

その旨を市町村に届け出ることが

できる。  
３ 刑法の秘密漏示罪の規定その

他の守秘義務に関する法律の規定

は、第一項の規定による通報（虚

偽であるもの及び過失によるもの

を除く。次項において同じ。）をす

ることを妨げるものと解釈しては

ならない。  
４ 障害者福祉施設従事者等は、

第一項の規定による通報をしたこ

とを理由として、解雇その他不利

益な取扱いを受けない。  
 
第十七条 市町村は、前条第一項

の規定による通報又は同条第二項

の規定による届出を受けたとき

は、厚生労働省令で定めるところ

により、当該通報又は届出に係る

障害者福祉施設従事者等による障

害者虐待に関する事項を、当該障

害者福祉施設従事者等による障害

者虐待に係る障害者福祉施設又は

当該障害者福祉施設従事者等によ

る障害者虐待に係る障害福祉サー

ビス事業等の事業所の所在地の都

道府県に報告しなければならな

い。  
 
第十八条 市町村が第十六条第一

項の規定による通報又は同条第二

項の規定による届出を受けた場合

においては、当該通報又は届出を

受けた市町村の職員は、その職務

上知り得た事項であって当該通報

又は届出をした者を特定させるも

のを漏らしてはならない。都道府

県が前条の規定による報告を受け

た場合における当該報告を受けた

都道府県の職員についても、同様

とする。  
 
（通報等を受けた場合の措置） 

第十九条 市町村が第十六条第一

項の規定による通報若しくは同条

第二項の規定による届出を受け、

又は都道府県が第十七条の規定に

よる報告を受けたときは、市町村

長又は都道府県知事は、障害者福

祉施設の業務又は障害福祉サービ

ス事業等の適正な運営を確保する

ことにより、当該通報又は届出に

係る障害者に対する障害者福祉施

設従事者等による障害者虐待の防

止並びに当該障害者の保護及び自

立の支援を図るため、社会福祉法、

障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律その

他関係法律の規定による権限を適

切に行使するものとする。  
 
（公表） 

第二十条 都道府県知事は、毎年

度、障害者福祉施設従事者等によ

る障害者虐待の状況、障害者福祉

施設従事者等による障害者虐待が

あった場合に採った措置その他厚

生労働省令で定める事項を公表す

るものとする。  
 

は都道府県に届け出ることができ

る。  
３ 刑法の秘密漏示罪の規定その

他の守秘義務に関する法律の規定

は、第一項の規定による通報（虚偽

であるもの及び過失によるものを

除く。次項において同じ。）をする

ことを妨げるものと解釈してはな

らない。  
４ 労働者は、第一項の規定によ

る通報又は第二項の規定による届

出（虚偽であるもの及び過失によ

るものを除く。）をしたことを理由

として、解雇その他不利益な取扱

いを受けない。  
 
第二十三条 市町村は、前条第一

項の規定による通報又は同条第二

項の規定による届出を受けたとき

は、厚生労働省令で定めるところ

により、当該通報又は届出に係る

使用者による障害者虐待に関する

事項を、当該使用者による障害者

虐待に係る事業所の所在地の都道

府県に通知しなければならない。  
 
第二十四条 都道府県は、第二十

二条第一項の規定による通報、同

条第二項の規定による届出又は前

条の規定による通知を受けたとき

は、厚生労働省令で定めるところ

により、当該通報、届出又は通知に

係る使用者による障害者虐待に関

する事項を、当該使用者による障

害者虐待に係る事業所の所在地を

管轄する都道府県労働局に報告し

なければならない。  
 
第二十五条 市町村又は都道府県

が第二十二条第一項の規定による

通報又は同条第二項の規定による

届出を受けた場合においては、当

該通報又は届出を受けた市町村又

は都道府県の職員は、その職務上

知り得た事項であって当該通報又

は届出をした者を特定させるもの

を漏らしてはならない。都道府県

が第二十三条の規定による通知を

受けた場合における当該通知を受

けた都道府県の職員及び都道府県

労働局が前条の規定による報告を

受けた場合における当該報告を受

けた都道府県労働局の職員につい

ても、同様とする。  
 
（報告を受けた場合の措置） 

第二十六条 都道府県労働局が第

二十四条の規定による報告を受け

たときは、都道府県労働局長又は

労働基準監督署長若しくは公共職

業安定所長は、事業所における障

害者の適正な労働条件及び雇用管

理を確保することにより、当該報

告に係る障害者に対する使用者に

よる障害者虐待の防止並びに当該

障害者の保護及び自立の支援を図

るため、当該報告に係る都道府県

との連携を図りつつ、労働基準法、

障害者の雇用の促進等に関する法

律、個別労働関係紛争の解決の促

進に関する法律その他関係法律の

規定による権限を適切に行使する

ものとする。  
 
（船員に関する特例） 

第二十七条 船員法の適用を受け

る船員である障害者について行わ

深めるための研修の実施及び普及

啓発、保育所等に通う障害者に対

する虐待に関する相談に係る体制

の整備、保育所等に通う障害者に

対する虐待に対処するための措置

その他の当該保育所等に通う障害

者に対する虐待を防止するため必

要な措置を講ずるものとする。  
 
（医療機関を利用する障害者に対

する虐待の防止等） 

第三十一条 医療機関の管理者

は、医療機関の職員その他の関係

者に対する障害及び障害者に関す

る理解を深めるための研修の実施

及び普及啓発、医療機関を利用す

る障害者に対する虐待に関する相

談に係る体制の整備、医療機関を

利用する障害者に対する虐待に対

処するための措置その他の当該医

療機関を利用する障害者に対する

虐待を防止するため必要な措置を

講ずるものとする。  
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県の職員についても、同様とする。  
 
（通報等を受けた場合の措置） 

第二十四条 市町村が第二十一条

第一項から第三項までの規定によ

る通報若しくは同条第四項の規定

による届出を受け、又は都道府県

が第二十二条第一項の規定による

報告を受けたときは、市町村長又

は都道府県知事は、養介護施設の

業務又は養介護事業の適正な運営

を確保することにより、当該通報

又は届出に係る高齢者に対する養

介護施設従事者等による高齢者虐

待の防止及び当該高齢者の保護を

図るため、老人福祉法又は介護保

険法の規定による権限を適切に行

使するものとする。  
 
（公表） 

第二十五条 都道府県知事は、毎

年度、養介護施設従事者等による

高齢者虐待の状況、養介護施設従

事者等による高齢者虐待があった

場合にとった措置その他厚生労働

省令で定める事項を公表するもの

とする。  
 

れる使用者による障害者虐待に係

る前三条の規定の適用について

は、第二十四条中「厚生労働省令」

とあるのは「国土交通省令又は厚

生労働省令」と、「当該使用者によ

る障害者虐待に係る事業所の所在

地を管轄する都道府県労働局」と

あるのは「地方運輸局その他の関

係行政機関」と、第二十五条中「都

道府県労働局」とあるのは「地方運

輸局その他の関係行政機関」と、前

条中「都道府県労働局が」とあるの

は「地方運輸局その他の関係行政

機関が」と、「都道府県労働局長又

は労働基準監督署長若しくは公共

職業安定所長」とあるのは「地方運

輸局その他の関係行政機関の長」

と、「労働基準法」とあるのは「船

員法」とする。  
 
（公表） 

第二十八条 厚生労働大臣は、毎

年度、使用者による障害者虐待の

状況、使用者による障害者虐待が

あった場合に採った措置その他厚

生労働省令で定める事項を公表す

るものとする。  
 


